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審 議 経 過 

総務課長：ただいまから令和５年度第１回豊島区公文書等管理委員会を開会いたしま

す。まず、開会に当たりまして、副区長の天貝から御挨拶をさせていただきます。 

 

天貝副区長：皆さん、こんにちは。はじめましての方もいらっしゃいますけども、私、

昨年の７月に副区長に就任いたしまして、半年ちょっと経っております。豊島区の公

文書については、平成３０年に公文書の管理のあり方検討委員会を設置し、１年で条

例化を目指して検討していただきました。ありがとうございました。 

  今日は諮問ということですけども、やはり５年経っている中でいろいろと検討しな

ければいけないことも多分出てきていると思います。私も、社会福祉協議会の事務局

長を４年やっていまして、久しぶりにこっちに戻ってきて、公文書もやったなと思っ

て、今日思い出したんですけど、今回、副区長という立場で改めて公文書の重要性を

再認識しながら総務課と一緒に進めていきたいと考えますので、よろしくお願いしま

す。 

 

総務課長：今回は改選後初めての開催となります。委員の皆様の委嘱状につきましては

机上配付とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、机上に配付してございます名簿の順に委員の皆様のお名前を御紹介いた

しますので、そのままの位置で御起立をいただきまして御挨拶をいただけたらと存じ

ます。学習院大学大学院人文科学研究科准教授、下重直樹委員。 

 

下重委員：下重でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

総務課長：武蔵野大学法学部法律学科教授、上代庸平委員。 

 

上代委員：上代です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

総務課長：区民委員、根岸幸子委員。 

 

根岸委員：よろしくお願いいたします。 

 

総務課長：東洋大学副学長、法学部法律学科教授、早川和宏委員。 

 

早川委員：早川です。よろしくお願いいたします。 

 

総務課長：区民委員、堀江咲智子委員。 

 

堀江委員：堀江です。よろしくお願いいたします。 
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総務課長：ありがとうございました。 

  それでは、次に事務局職員の紹介をいたします。 

   

（中略） 

 

総務課長：それでは、審議に先立ちまして、豊島区公文書等管理委員会運営要綱第５条

第２項に基づきまして、委員長、副委員長を委員の互選により選出することとなって

おります。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

  もしよろしければ事務局案をお示ししたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

総務課長：ありがとうございます。 

  それでは、委員長につきましては、豊島区公文書管理のあり方検討委員会や、これ

までの公文書管理委員会でも委員長を務めていただきました早川和宏委員に引き続き

お願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

総務課長：では、委員長、よろしくお願いいたします。 

 

委員長：では、一言御挨拶申し上げます。御指名いただきました早川でございます。も

う大分長いお付き合いになっているこの会ではございますけれども、また、このリス

トを見るにつけ、気持ちを新たにし、今年もまたこれとお付き合いをして頑張ってい

こうと思っております。既に御承知のように、公文書等の管理において第三者の目が

入るという非常に重要な機会になっておりますので、今までどおり忌憚のない御意見

を頂戴できる、そのような委員会にしてまいりたいと思います。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

総務課長：ありがとうございます。 

  それでは、続きまして副委員長の選出になりますが、いかがいたしましょうか。互

選の方法ですが、委員長一任という方法もございますが、いかがいたしましょう。委

員長一任でよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

委員長：では、一任ということでありますので、これまで私と一緒に公文書のあり方検

討委員会、そして公文書等管理委員会でも副委員長をお務めいただいておりました下
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重委員に引き続きお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

下重委員：よろしくお願いいたします。 

 

総務課長：それでは、続きまして諮問になります。委員長、副区長、前のほうへ御移

動、よろしくお願いいたします。 

 

天貝副区長：公文書等の管理について。 

  豊島区公文書等の管理に関する条例第１３条第２項の規定に基づき、下記事項につ

いて諮問します。 

  １、令和５年度に保存期間が満了する公文書のうち、重要公文書に該当するものの

区長への移管について。 

  ２、令和５年度に保存期間が満了する公文書の廃棄について。 

  ３、豊島区重要公文書選別基準の改正について。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

委員長：お引き受けいたします。 

 

総務課長：それでは恐れ入ります。ここで、副区長、総務部長につきましては公務のた

め、退席をさせていただきます。 

 

（副区長・総務部長 退室） 

 

委員長：では、審議に入りたいと思います。 

  まず本日、傍聴希望の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

総務課長：傍聴の希望はございません。 

 

委員長：了解いたしました。じゃあ、もし途中からいらっしゃるようであれば入ってい

ただくという形でよろしいですかね。よろしくお願いいたします。では、審議に入り

ます。 

  初めに、「令和４年度末保存期間満了ファイル評価選別結果の修正について」という

ことで、事務局より説明があります。お願いします。 

 

文書係長：まず、Ａ３判の資料５－１－２でございます。こちらが令和４年度末保存期

間満了ファイルの評価選別結果の修正リストということで、毎年度、結果を変更させ

ていただきたいということで御報告させていただいているものでございます。昨年度

御審議いただきました内容に基づきまして、一旦延長、廃棄の作業を行うわけですけ

れども、その作業に当たって、やっぱりこれはちょっと捨てるとまずいよですとか、
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倉庫に文書を取りにいったんですけど文書がなかった、存在しなかったというものを

リストアップさせていただいておりますので、その御報告でございます。 

  まず、１ページ目、１番、こちらは移管とされていたものが空フォルダに変更とい

うことで、主に倉庫に紙文書を引き抜きに、取りにいった際には探したんですけれど

も、その封筒の中には紙が存在しなかったものでございます。紙文書のあり・なしが

はっきり分かっているものはいいんですけれども、分かっていないものですと「あり

ません」というふうに言ってしまうと空フォルダになってしまって何も審査がされぬ

まま文書が処理されてしまいますので、一応あり・なしが微妙、分からないものにつ

いてはわざわざ倉庫に行って探すのも大変だということでそこまではやっていなく

て、一応ありということで審査にかけるようにしてください、そういうような取扱い

になってございます。そこで移管になったものがあるんですけど、いざ倉庫に行って

みるとやっぱりなかったというものは、１ページ、また２ページ目の中段まで、こち

らリストアップさせていただいております。 

  続きまして、２ページ目の２番の移管から延長に修正ということで、こちら移管と

いうことで総務課のほうに、区長のほうに文書を移管するのではなくて、まだ引き続

き各所管課のほうで文書を参照する可能性があるということで移管、引き渡すのでは

なくてまだ所管課のほうで捨てずに持っておきたいという変更の申出があったもので

ございます。こちらが２ページ目から３ページ目まで。半ばまででございます。 

  ３番目の廃棄から延長ということで、こちらも引き続き所管のほうで使用する、参

照する可能性があるものということで、廃棄ではなくてまだ捨てずに持っておきた

い、延長しておきたいと申出があったものでございます。こちらが３ページ目から４

ページとありまして、５ページの上段部分までですね。 

  ４番目、廃棄から移管ということで、廃棄する、捨てていいよというふうに審査は

いただいていたものなんですけれども、よくよく文書を見てみると選別基準に該当す

るのではないかということで捨てるのではなくて移管に変更したいというものが４

番、ページで申し上げますと５ページ目から６ページ目の上段までになります。 

  最後に、移管から廃棄ということで、こちらは文書が存在して移管という審査をい

ただいたんですけれども、よくよくその文書を移管するために引っ張り出してみると

移管すべき文書ではなかったということで、この移管から廃棄については一番右側の

概要部分に個別の理由を記載してございまして、こちらについてちょっと御説明をさ

せていただきたいと思います。 

  まず一つ目が、池袋保健所生活衛生課の営業許可申請書というふうになりますが、

こちらについては個別店舗の営業許可に係る図面等の審査資料が保存されていまし

た。ボリューム的には文書保存箱４箱分とかなりの量になっておりまして、更新され

るものは９年ごとに同様の書類が提出されます。営業許可に関する基本的な情報につ

いては別の台帳で管理されておりまして、本資料につきましては許認可に関するもの

ではありますが選別基準に該当するような性質のものではないため、こちらは移管か

ら廃棄に修正させていただきたいということでございます。 

  ２番目の統合推進協議会の関係書、こちらでございますがコピー紙の購入の起案の
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みだったため廃棄に修正いたしますということで、こちら文成小学校の統合推進協議

会を調べましたところ、平成２４年度からの開催になっております。こちらの文書に

ついては平成２３年度、開催する前のフォルダという形になっておりまして、事前の

準備でコピー用紙を買ったのかなというところは推測できるんですけれどもそれだけ

でしたので、こちらは移管とはなっていたんですけれども、廃棄にさせていただきた

いということでございます。 

  こちらにつきましては以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございました。 

  今ほどの御説明、何か御質問いかがでしょうか。 

 

Ｄ委員：ご提示の資料の３ページ目の環境清掃部の補助金関係書について、ほかは１０

年延長ということで分かるのですが、これだけ７年で延長幅が微妙な年数になってい

ます。これは何か必要があって７年という切りの悪い数になっているのかというとこ

ろについて、教えていただければと思います。 

 

文書係長：補助金をこれは返還しなきゃいけないということがありまして、それが各年

度にわたっていると、それが事務室で管理されておりまして、それが１０年保存にな

るのでいろんな年度で発生した１０年保存のお尻をそろえているといいますか、それ

が終わったのはたしか平成３１年とか、その捨てるタイミングがありますのでそれま

で延長するよということで年度ごとに廃棄時期がそろうような延長の仕方をしている

ということでございまして、これは平成２４年のものを７年延ばしているということ

で平成３１年まで延ばしているということで、この翌年の平成２５年のものは６年延

ばしているですとか、一式の固まりとなっているものを同じタイミングで捨てられる

ようにということで延ばしておりまして、一応、平成３１年に捨てられるような形で

そこに合わせて延ばしているということで、毎年発生しているような文書でございま

す。 

 

Ｄ委員：ということは、これは複数年度に渡って成立した文書がとじ込まれているファ

イルということになるのでしょうか。 

 

文書係長：実際は一固まりになってしまっていて、それがシステムの中のリスト上はそ

れぞれの年度で１０年保存というふうになってしまっていて廃棄のタイミングがそれ

ぞれ１年ずつずれて出てくるんですけれども、それのお尻にそろえたいということ

で、お尻にそろうような形で保存期間を延ばしていると。 

 

Ｄ委員：なるほど。 

  平成２４年に登録された文書ですね、それを平成３１年の文書と一緒に廃棄するよ

うにそろえるから７年足したと、そういう理解ですね。 



6 

 

文書係長：そうですね。 

 

Ｄ委員：分かりました。ありがとうございました。 

 

Ｃ委員：ページで言いますと５ページと６ページで、項目では４の廃棄から移管になっ

たものと移管から廃棄になったものに関してなんですが、この上がってきているよう

なファイルというのは全て委員会で一回照会をかけてもらったようなものというのは

含まれていないということでよろしいですかね。一度、確認していただいたにもかか

わらず、やっぱり中身は移管でしたとか、これは中身が違っていましたということが

あると、これまでの委員会の議論とか活動自体の信頼性に関わってくるので、その点

をちょっと確認させていただければと思います。 

 

総務課長：そうですね。これについては確認して、次回お答えいたします。 

 

Ｃ委員：そうですか。それぞれの所管課の対応を信頼して成り立っているようなやり方

に今なっていますので、そこをゆがめてしまうとちょっと考えなくちゃいけないとこ

ろもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員長：そのほか、いかがでしょうか。 

  では、私のほうから。１ページ目の真ん中より少し下あたりにある介護保険の審査

会議事録、これはデータではあったということなんですかね。 

 

文書係長：いえ、データでもないということですね。その審議会の性質上、会議録を作

っていないということなのか、この５年保存のフォルダの中にはなかったのかという

ところはちょっと未確認ではありますが、恐らく介護保険の認定審査と個別案件の審

査になるので、個々の事案のものについては会議録を取っていないというケースもも

しかしたらあるのかもしれないです。 

 

委員長：なるほど。でも、個々の案件を認めた、認めないは議事録で残るんですよね。 

 

文書係長：結果として資料として残るのか、ちょっとそこは分からないので、ここの会

議録あるのかないのか、また別のフォルダにあるのかないのか。いずれにしてもこの

フォルダの中にデータはないという所管課の回答ではございます。 

 

委員長：そうですね。 

  分かりました。ご確認いただきありがとうございました。全くない訳はないだろう

という気がしていたものですので。了解しました。 

  あと、理由の中で、業務の中で参照等をする可能性があるためということなんです
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けど、それを見越して当初の保存期間を設定されていない。そういうものなんですが

ね。 

 

文書係長：延長のケース、概要のところですよね。 

 

委員長：はい。例えば３ページ目の一番上のもので契約資料（データエントリー）があ

って、当初の３年の設定が正しかったのかという素朴な疑問が。 

 

文書係長：誤っているケースもございます。捨てるタイミングになって保存期間は正し

かったんだけれども延長したいというケースと、そもそもその時点でその保存期間の

設定が間違っていたよというところの区別はしておりませんので、誤っていたので延

ばしたいというところも含めて延長の中にリストアップはさせていただいておりま

す。 

 

委員長：なるほど。分かりました。 

 

文書係長：廃棄のタイミングの前に気づけば修正ということで延長というふうにはなら

ないんですけれども、廃棄のタイミングでこの審査にかかった段階で廃棄予定リスト

に載かった段階で延ばす、変えるよということであれば、延長というふうに処理をし

ております。 

 

委員長：分かりました。ありがとうございます。 

  そうすると、やっぱりもともと間違っているというのは非常に怖い状況ですので、

特定の課の名前は言わなくてもいいと思いますけれども、チェックをしたところそう

いったケースが結構散見されたので、現在の保存期間の設定に誤りがないかどうかを

確認してほしいというのは全課にお伝えいただいたほうがいいかなと思いました。 

 

総務課長：はい、承知しました。 

 

委員長：そのほか、いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

 

Ａ委員：今見ていただいている２ページの移管から延長についてなんですけど、例えば

ファイル番号６番、１０年から常用という、この常用というのはどういう意味でしょ

うか。 

 

総務課長：常用というのは、保存期間を設けておりませんで、執務室で常に使えるよう

な状態にしてあるものを常用という形で呼んでいます。 
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Ａ委員：今後それを廃棄するタイミングとかというのを検討することはあるんですか。 

 

文書係長：文書管理システムの中で常用というふうに管理されているんですけど、その

常用の設定を解除して、解除してから何年間取っておくんですかというふうに各課に

示してもらって、そこで保存期間が来るときにはまたこのリストによって廃棄します

よと、廃棄してよろしいでしょうかという流れに乗っかる形になります。 

 

Ａ委員：分かりました。ありがとうございます。 

 

委員長：そのほか、御質問よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。 

  では、審議事項の１のところは以上のような形で、幾つか御確認いただくところは

ありましたけれども、原案どおりということでよろしいでしょうかね。 

 

（了承） 

 

  ありがとうございます。 

  では、続きまして、評価選別リストの審議に入りたいと思います。事務局から説明

をお願いいたします。 

 

文書係長：資料５－１－３、まず政策経営部の企画課のフォルダのリストになります。

昨年度と同様、質問内容の読み上げは省略をさせていただいて、回答部分のみ御説明

をさせていただくというところと、また今回フォルダ名に関する、フォルダがその他

ばかりで不適切だよという御指摘をたくさんいただいておりまして、分かる範囲でこ

ういうふうに変えましたということで、各課から回答をもらっておりまして、そこの

修正後のフォルダ名も、ちょっと量が多いのでフォルダ名の読み上げにつきましては

省略させていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず企画課、一番上の６２番、フォルダ名「審議会調査」、こちらにつき

ましては、審議会等の設置状況、委員構成、開催実績等に関する毎年行っている定例

的な調査になります。選別基準には該当しませんとの回答でございます。 

  続きまして、フォルダ「ＣＣＲＣ」でございます。こちら内容が分かりづらいとい

うことでしたので、内容に合わせて「秩父市との退職者向けコミュニティ構想」、こち

らをフォルダ名に付け加えたいとの回答でございます。 

  続きまして、こちらその他のフォルダ名の修正でございます。フォルダ名を修正し

ましたとの回答でございます。 

  続きまして、フォルダ名「第１回定例会」から「第４回定例会」の部分でございま

す。こちらにつきましては、第３回定例会がないとのことでしたが、こちらは３回の

定例会に提出した案件がなかったため、空フォルダというふうになっていますとの回

答でございます。 

  続きまして、フォルダＮｏ．１５２番の「行政計画」でございます。こちらは、各
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区の各組織がどのような行政計画を策定しているかの調査に関する書類が格納されて

います。内容に合わせてフォルダ名を変更しますということになっております。 

  続きまして、「新規・拡充事業」です。こちらにつきましては、令和３年度の新規・

拡充事業の提案資料が保存されています。内容としましては、外国語版印刷物の製作

における翻訳内容の確認、外国籍住民への施策に関する助言委託などです。査定結果

としては不採択となったものでございます。 

  最後でございます。フォルダ名が「未来戦略創出会議」の１１回まで、こちらにな

りますが、こちらは平成２４年度に発生した文書ですということで、御指摘のＮｏ．

３０からＮｏ．４０につきましては平成２５年度発生ということで、ちょっと年度が

違うもの、別物になります。こちらが何でここに載っているかと申しますと、前年度

の評価選別時に所管課のほうから文書が存在しません、空フォルダということで回答

されておりましてリストには載っていなかったものなんですけれども、倉庫に行った

りしているときに文書が発見されたということで、今回、評価選別リストに手入力で

加えさせていただいたというものでございます。ですので、本来は、先ほど御説明し

た評価選別結果の変更のところで空フォルダから移管に変えますというような内容で

ございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  最後の「発見された」がちょっとまずいにおいはするんですけれども。どのような

経緯で。載せていなかったということなんですかね。 

 

文書係長：毎回審査にかける際には文書のあり・なしを確認しているんですが、文書管

理システムの中で起案とか収受とかがされている、あとはファイルサーバで電子デー

タがパソコンの中にあるかないか、あとは紙文書があるかないかというのを同じフォ

ルダ、同じ体系で管理しているんですけれども、そこのいずれにもなかったですとい

うような回答だったんですけれども、翌年、箱を開けてみるとその中に入っていた

と。年度がずれていたのか、ちょっとそこまでの細かい事情は承知していないんです

けれども、そこで発見できたのでこれは移管すべき資料だということで、なかったと

言ったんですけど、ここに載せさせていただいたという、イレギュラーな処理でござ

います。 

 

委員長：なるほど。情報公開請求を受けていたら危ないということですよね。前年度で

あれば不存在と言っていたのが翌年度になったらあったよということになりますの

で。全般的ではありますけれども、やっぱりその文書管理の徹底というか文書の所在

について正確に把握をしていただくようお願いしたいと思います。 

  １ページ目、そのほかよろしいですかね。 

  では、２ページ目、お願いします。 
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文書係長：２ページ目、こちらは企画課の文書のリストになります。こちら、ほかのも

のが移管になっていますけれども、同様の種類のもの、こちらは移管しなくていいん

ですかということで、こちらは当初廃棄ということになっていたんですけれども、御

指摘を受けまして、こちらの文書も移管としますとの回答でございます。 

 

委員長：これはよろしいですかね。 

  では、次、お願いします。 

 

文書係長：続きまして、３ページ目、ＳＤＧｓ未来都市推進課のフォルダリストでござ

います。こちらは、まず文書のフォルダ名が「文書」というふうになっておりまし

て、フォルダ名が不適切ですとかフォルダ名が抽象的ですというような御指摘をいた

だいておりまして、こちら確かに「文書」というフォルダ、もう全部文書ですので、

こちらはフォルダを細分化しまして、「文書（後援名義等使用申請関係）」ですとか

「（負担金関係）」ですとか、文書というのは残しつつ、その内容を補足した上で細分

化しております。 

  こちら、文書全て移管というふうになっているんですけれども、分け方によって移

管しなくてもいいのではないかというところも出てきておりますので、そちらが下の

表になります。Ｎｏ．１－１から１－６まで枝番でお示しさせていただいているんで

すけれども、こちらの中で一番上の後援名義等使用申請と、あと庁内対応、こちらに

ついては定例的なものであったり重要ではないということで、こちらの二つの細分化

したフォルダに関しては廃棄とさせていただいて、それ以外の部分については移管と

させていただいております。 

  続きまして、上から４番目、「庶務」のフォルダでございます。こちらについてはフ

ォルダ名を「庶務（会計・契約関連）」と、また「後援名義等使用申請書」、それぞれ

フォルダをまた細分化して仕分を行っていますとの回答でございます。 

  続きまして、最後の二つ、フォルダ名が不適切ということで、こちらはフォルダ名

をそれぞれ変更、また場合によっては細分化して仕分をしてございます。保存期間満

了後の措置については変更はございません。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：上から四つ目のフォルダが二つに分かれて、これは両方とも移管なんですか。 

 

文書係長：ただ、片方は後援名義等使用申請書ということなので、先ほどの文書のほう

に照らしますと廃棄でいいのかもしれません。 

 

委員長：何かそんな気がしますよね。 

 

文書係長：ここについては、確認いたします。 
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委員長：じゃあ、こちらも御確認ください。 

  ３ページ目、よろしいですかね。 

  じゃあ、４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：こちらはＳＤＧｓ未来都市推進課の個々の文書になります。 

  先ほどのフォルダのところの説明と同じ御指摘につきましては、フォルダを細分化

しましたという回答でございます。 

  中段のところ、ほかのところには何が含まれるのかというところで、こちらについ

ては新規システム導入に関する「プロポーザルの参加意向書」とその添付資料でござ

いましたので、文書の件名を「プロポーザル参加意向申出書」に変更してございま

す。 

  ４ページ目につきましては以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  大丈夫ですかね。 

  では、次のページ、お願いします。 

 

文書係長：こちらの５ページ目も引き続きＳＤＧｓ未来都市推進課の文書の内容になり

ます。 

  こちらが協定締結についての御質問なんですけれども、こちらにつきましては特徴

的な各種施策に該当するため、今後も協定を結んだ全てのパートナーシップ包括協定

に関する文書につきましては移管する予定ということでございます。 

  続きまして、最後二つの文書、こちらにつきましては行政運営上のシステム改修の

ソフト事業の実施に関する契約資料の一部と考えたため移管としてございますとの回

答でございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  大丈夫ですかね。 

  じゃあ、６ページ目、お願いします。 

 

文書係長：６ページ目、こちらは財政課のフォルダのリストになります。 

  まず最初のフォルダ名、「交付金決定通知 交通安全対策特別交付金」です。こちら

交付金の対象となる施設設備につきましては、財政課ではなくて各所管課のほうで設

置管理に関する文書については保存してございます。本フォルダにつきましては交付

決定を保管するにとどまります。金額の算定につきましても、東京都から算定に係る

照会が届いた際は、各所管課に回答作成を依頼した上で東京都へ回答するため、別フ

ォルダのほうに保存しておりますとの回答です。 

  続きまして、フォルダ名、「交付金決定通知 都市計画交付金」、こちらにつきまし
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ては都市計画（まちづくり）の交付金に関する文書でありますので、その対象の継続

性から補助金の文書につきましては移管対象としております。 

  最後でございます。「財政健全化法」、こちらにつきましては、毎年、東京都から地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく金額、財政状況に関する数値でしょ

うか、こちらを算出するための基礎数値についての照会がございます。当該照会回答

のほか、議会への報告、監査意見書などに係る文書もこちらに保存しておりますとの

回答でございます。 

  財政課は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  これ、最後のやつというのは、結局、何とか比率というのは４種類とかあったと思

うんですけど、それが示されているんですかね。 

 

文書係長：具体的に何を示しているかというところはちょっと承知をしていないところ

ではあるんですが。 

 

委員長：だとすると、何かガイド４とフォルダ名が一緒である必要が。 

 

文書係長：フォルダ名が法律名そのままですので、内容に合わせてフォルダ名を修正す

るように所管課のほうには伝えたいと思います。 

 

委員長：そうですね。そのほうがよろしいと思います。 

  じゃあ、６ページ目、よろしいでしょうか。 

  ７ページ目、お願いします。 

 

文書係長：７ページ目、行政経営課のフォルダリストでございます。 

  まず最初、フォルダＮｏ．２８番、フォルダ名「その他」になります。こちら当該

フォルダ内の情報は業者からの製品説明を保存したものであり、参考情報でございま

す。昨今話題となっている「生成ＡＩ」につきましては自治体での導入も進んできた

ことから、本課においても令和５年度、本年度より個別のガイドを作成して文書につ

いては管理をしてございます。 

  続きまして、№２９番、フォルダ名が「庁内」ですね。こちらは庁内から受けた依

頼・照会に関する回答でございまして、必要であれば所管課に回答するため、３年保

存で問題ございませんとの回答です。 

  続きまして、「国・都・特別区」のフォルダ、こちらにつきましては国・都・特別区

から受けた依頼・照会に対する回答でございまして、大半は毎年実施されているもの

でございます。必要であれば依頼元に確認するため、こちらも３年保存で問題ござい

ませんとの回答です。 

  続きまして、その下の「その他」です。こちらは外部からの軽易な照会に対する回
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答を保存したものです。また、フォルダ内への情報の記載については留意をしたいと

思います。フォルダ名につきましては修正をしてございます。 

  続きまして、Ｎｏ．５６の「その他」でございます。こちら「フォルダ内情報」に

つきましては一般には公開されないため支障はございません。しかし、文書件名に特

定の会社の特定商品の名称の記載があることにつきましては適切ではないので、今後

は限定されない品名で文書を作成するようにいたします。 

  続きまして、フォルダＮｏ．５７番、「その他」、こちらについてはフォルダ名を修

正してございます。 

  Ｎｏ．６５番、こちらもフォルダ名を修正してございます。 

  最後、６６番の「連携協定」でございます。こちら、フォルダ内にデータは入って

おりません。公民連携ガイドラインは「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室で作成

しており、行政経営課のほうでは保管しておりませんということで、こちらは空フォ

ルダということになってございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。 

  大丈夫そうですか。 

  では、８ページ目、お願いします。 

 

文書係長：８ページ目、こちら広報課でございます。 

  まず、フォルダ名「陳情請願」、こちらにつきましては平成２５年の陳情請願は１１

件となります。ガイド５に「メール１～１００」というふうに書いておりますけど、

こちらにつきましては便宜的に１～１００と表示をしていたものと思われますという

回答です。 

  続きまして、「当日配布資料」でございます。こちら予算プレスの資料につきまして

は、別途、長期保存として保存しておりますとの回答です。ですので、当日の配付資

料につきましては廃棄で問題ございませんとの回答になります。 

  最後、フォルダ名「ＪＮＴＯ」、こちらは「日本政府観光局取材関係」に名称を変更

いたしましたとの回答です。 

  広報課につきましては以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  大丈夫ですかね。 

  一番上の便宜的に１～１００というのが、いまひとつ便宜なのかどうかが分からな

いですね。一般的なんですかね。 

 

文書係長：実際の数とその振っている番号が、１１件しか来ないのに１から１００を振

っているのであまり適切ではないかもしれないですね。 
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Ｃ委員：逆に１００件単位で管理しているということなんですかね。何かそういう方式

が、１００件しか入りませんよとか、そういうあれがあるんですか。 

 

文書係長：そういうことはないですね。 

 

Ｃ委員：たまたま１００件が基準になっているということなんですかね。 

 

文書係長：この後、区民相談課でも同じような回答がありまして、そこは１００件以上

まとめて入ってしまっていたみたいなところなので、内容に応じてですね。陳情請願

ですとそんなに数は多くないんですけど、ただ、区民の声、区民からの御意見みたい

なものだともっと多分数が多いので、そこと同じレベルでやってしまっているという

ところなのかもしれないです。 

 

委員長：これはしようがないんですかね。 

 

文書係長：作り方としては、ガイド５に請願陳情とか区民の声とか、その中で番号を割

り振るとかというほうが適切なのかと思います。 

 

委員長：ですよね。 

 

文書係長：先に番号を付与しているという回答で、それが良くないのかなと思います。 

 

委員長：そこがポイントのような気もいたしますので。フォルダ名とガイドの使い方に

ついて御指導いただければと思います。 

 

文書係長：はい。 

 

委員長：そのほか、よろしいですかね。 

  では、９ページ目、お願いします。 

 

文書係長：９ページ目、区民相談課のフォルダのリストでございます。 

  まず、冒頭のフォルダ、「区民の声」でございます。こちらは「メール１～１００」

と表記がありますが、実際には広聴メール１８２件、広聴はがき１０４件、個別広聴

８６件の処理票が全てまとめて納められております。ガイド５は考慮せず、陳情を除

く全ての区民の方の御意見をこちらに収めてしまっているようですとの回答でござい

ます。 

  続きまして、審議会に関するフォルダの名称がないですよというような御指摘でご

ざいまして、こちらは豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会になります。フォル



15 

ダ名につきましても、こちら審議会では補足しますとの回答でございます。 

  続きまして、フォルダ名「相談記録票」の４月から３月になります。こちら審査請

求や訴訟に至ったものは含まれていないかということで、こちらは含まれていないこ

とを確認済みでございます。 

  続きまして、「行政情報開示請求書」の未処理、こういったところの表記に関する御

質問でございまして、回答としましては、未処理とは所管課処理中の申請、所管課処

理中のものが未処理です。未交付は所管課が申請を処理しましたけれども公開期間満

了までに申請者が受け取りに来なかったもの、こちらが未交付という名称のものでご

ざいます。申請の原本につきましては各所管課のほうで保存しておりまして、訴訟等

の対応も各所管課になりますので、区民相談課のほうでは訴訟などがあったかの確認

は行ってございませんとの回答です。 

  最後の審議会、こちらは先ほど御説明した内容と同じになります。 

  説明は以上でございます。 

 

Ｄ委員：先ほどの話にも出ていたことですが、ここではガイドの数字は１から１００な

のに１００件以上入っているという状況になっている。先ほどのところの件も含め

て、ガイドの付け方に改善の余地があるのかなという感じがいたしますね。 

 

文書係長：これにつきまして、平成２５年のときに作ったものということで、やっぱり

文書の整理とかそういう意識が低くて、何となく作ってしまったのではないかなと思

いますので、現年度を確認して、それでも、もし今でもやっているようだったら注意

をしたいと思います。恐らく大丈夫なのではないかなと思います。 

 

委員長：そうですね。 

 

Ｄ委員：逆に、その下の「個人情報開示請求」は「１～１１３」としてあって、きちん

と番号打ってありますね。ほかにも「３０１～６５４」というのがあります。数字を

つけるということは、多分できるのではないかなとは思いますが。 

 

文書係長：こちらは令和２年度なので、最近、改善されたのではないかと思います。 

 

Ｄ委員：そういう跡が見えるのか。なるほど。 

 

委員長：なるほど。 

 

Ｄ委員：あともう一点です。未処理・未交付が「１～４００」と「４００～」とガイド

がつけられてあるわけですが、これは件数としては結構あるということですよね。未

処理というのは処理中の申請といった事情だろうと思いますが、この文書は３年前の

ものであるわけで、現実に未処理というのはあり得るでしょうか。 
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文書係長：いや、これは多分未処理はないと思います。 

 

Ｄ委員：あり得ないですよね。 

 

文書係長：所管課の処理が終わって、請求人が取りにこないと未交付のまま残りますの

で、あるとしたら未交付がストックされているものなのかなと思います。 

 

Ｄ委員：未処理のものも一緒に入れていたからたまたま未処理という言葉が残っただけ

であって、未処理のまま残っているということはあり得ないと考えて大丈夫なわけで

すね。 

 

文書係長：そうですね。基本的にはございません。 

 

Ｄ委員：分かりました。 

 

委員長：そのほか、いかがでしょうか。 

  そうですね。一番上が先ほどと同じようにフォルダ名とガイドの入替えであった

り、あと、これは陳情以外のものですかね。 

 

総務課長：はい、そうですね。 

 

委員長：そうすると、それも分かるようなフォルダ名にしておいていただければという

ことだと思いますので、今も同じだったら御注意いただくということでお願いいたし

ます。 

  すみません。私、事前に気づいていなかったかもしれないんですが、「１～４００」

と「４００～」と、４００はどっちに。 

 

総務課長：はい、そうですね。 

 

委員長：両方探せばどっちかにはあるんでしょうけれども、御注意いただいたほうがい

いかなと思いました。 

 

総務課長：ありがとうございます。 

 

委員長：そのほか、９ページはよろしいですかね。 

  では、１０ページ目をお願いします。 

 

文書係長：１０ページ目、こちらが情報管理課のフォルダのリストになります。 
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  まず、フォルダ名「ライセンス契約支出」、こちらにつきましてはライセンスの使用

期間は１年間（毎年契約）となっているため、こちら使用期間の契約期間は満了して

ございます。 

  ２番目、フォルダ名の「委託契約関連」でございます。こちら統合型ＧＩＳクラウ

ド等運用委託に係る文書で、こちらも毎年契約する定例的な内容でございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

  では、１１ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１１ページ目、総務課のフォルダになります。 

  まず、一番上、フォルダ名「審査会開催起案」、こちら審査会の名称につきましては

豊島区行政情報公開・個人情報保護審査会でございまして、こちらフォルダ名の補足

をいたします。 

  ２番目、「行政情報公開請求」、こちらにつきましては審査請求、訴訟に至ったもの

はございません。 

  続きまして、「債権に関する文書（裁判所等からの通知）」でございます。こちらに

ついては、総務課は裁判所などからの債権の届の催告、破産手続開始の通知などを各

課に案内をする、全庁の情報共有をするというところだけですので、それ以後の法的

手続に総務課が関与することは基本的にはございません。 

  続きまして、２番、「官公庁等連絡協議会」の第１回と第２回でございます。こちら

につきましては区内官公庁等の情報を年２回程度相互に交換するものでございまし

て、新型コロナ対応を協議する会議体ではございません。 

  最後になります、「公印年度末調査・通知」。こちらにつきましては、公印年度末調

査は新年度に向けて組織改正などに伴って新調公印、公印を新しく作成する必要があ

るかないかなど、そういった需要を調査するものになります。現在使用している公印

につきましては公印台帳という常用文書がございまして、こちらで常用的に管理をし

ております。 

  総務課は以上でございます。 

 

Ｃ委員：最後の１８０は私が出させていただいた意見なのですが、番号がちょっと間違

っていまして、１７９の「公印の新調・改刻」というフォルダに対して、ちょっと質

問をしたものだったんですが、もしかしたらお送りするときに間違えてお送りしてい

たかもしれないんですけども。いずれにしろ、これは要は公印として正しい印影であ

るというのを管理しているのは「公印台帳」なんですね。 

 

文書係長：失礼いたしました。常用文書がございます。 

 

Ｃ委員：そうすると、この新調・改刻で３年保存というのは、恐らくそれを業者に委託
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するとか、そういった際の多分庶務的な感じですかね。 

 

文書係長：作成の契約書であるとかそういったものではないかなと。 

 

Ｃ委員：いずれにせよ、やっぱり文書の真正性だとか信頼性なんかの一つの材料になる

のは「台帳」が全てだということですね。 

 

文書係長：そうですね。 

 

Ｃ委員：分かりました。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

  では、１２ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１２ページ目、こちら人事課のフォルダリストになります。 

  まず、フォルダ名「東京都派遣」です。移管理由の「特１」の理由になりますが、

オリンピックパラリンピック組織委員会への派遣に関する文書が含まれているため、

選別基準の「特１」を選択しております。 

  また、ガイドが資料になっている部分の御指摘がその次、フォルダが三つほどござ

いまして、こちらにつきましては、ガイド５を資料ではなくて「派遣研修等」に修正

しますとの回答でございます。 

  続きまして、１４７番で「東京都後期高齢者医療広域連合派遣」でございます。こ

ちらについては、幹部職員の派遣に関する文書ではないため移管対象とはしておりま

せんとの回答になります。 

  その後、またガイド、「資料」となっているがといった御指摘、フォルダが九つほど

ございまして、こちらについてはそれぞれガイド５の名称を修正してございます。 

  続きまして、２８０番、「職員の服務」です。なぜ移管なのかというところで、こち

らは職員が逮捕される事件に関わる綱紀粛正を図るための通知が含まれておりました

ので移管としております。 

  続きまして、行政情報公開・個人情報保護関係書になります。こちらは訴訟ですと

かトラブルに発展した事案ではないため当初移管としていたんですけれども、廃棄に

修正させていただきます。 

  続きまして、「あらたび」です。「あらたび」につきましては、こちら「退職準備ガ

イドブック～あらたな旅立ち」の略称となっております。フォルダ名は「あらたび」

から修正をしてございます。 

  続きまして、「支出科目別Ｆ」、こちらは支出した給料等の数値を科目別の個人単位

でまとめたデータになります。 

  続きまして、「調査・回答（給与関係・他団体）」。こちらはなぜ移管なのかというと

ころですが、一部の回答文書に区の人口・世帯数についての記載があるため移管とし
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ておりますとの回答でございます。 

  こちら、また「あらたび」に対する御指摘でございます。「あらたび」につきまして

は、フォルダ名を「あらたび」から「退職」というフォルダ名に修正いたします。 

  続きまして、下から２番目、「その他通知・通達」です。こちら、御指摘のとおり、

特１が適切だと判断する移管に修正しますとの回答になります。 

  最後、「係総括」でございます。こちら、係内の事務分担や係の定例会のデータな

ど、係を総括する庶務的なデータを格納しております。 

  １２ページにつきましては以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  じゃあ、私のほうから。 

  まず、１番、１４４番、説明は分かるんですけれども、選別するときにこれだけだ

と多分分からないので、やはりオリパラ組織委員会への派遣とかというのがフォルダ

名であったり何らかのところに残っていないとまずいなという気がしますね。通常の

東京都派遣の中に埋もれてしまうと思われますので、ここは今後、新たな案件が発生

するときにも特異な案件についてはそれが分かるようなフォルダ名ということで徹底

していただければと思います。 

  それと、４１４番、「支出科目別Ｆ」の説明は分かった、分かったんだか分かってい

ないんだか分からないんですけど、多分これだと区民の方が見て、何だかよく分から

ないので。何らかの形でフォルダ名を変えていくほうが望ましいのではなかろうかな

というふうに思いますが。 

 

文書係長：はい。変えるなり、補足するなり、区民の方でも分かるような形の修正を所

管課に促したいと思います。 

 

委員長：そうですね。了解です。 

  あと、４２０番の説明で区の人口・世帯数について記載がある。でもこれはただの

回答文書なんですよね。区の人口・世帯数について記載がある文書はほかにもえらい

たくさんありそうな気がするんですけど。 

 

文書係長：本来、企画課のほうで取りまとめているものになりますので、こちらも見逃

してしまったんですけれども、照会・回答であれば廃棄で問題ないのかなと思います

ので、そこについては確認いたします。 

 

委員長：残していったら多分いっぱい残さなきゃいけないものが出そうな気がします

ね。ありがとうございます。 

  そのほか、１２ページ目、よろしいですか。 

  じゃあ、１３ページ目、お願いします。 
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文書係長：こちらは人事課のリストの続きになります。 

  フォルダ名「総括」です。０２以降のフォルダ（総務省・東京都他）に共通する、

総括する事項等を保管することを想定して作成しています。 

  最後の三つ、「文書」、「金の梟賞」、「カイゼンチャレンジ賞」、こちらにつきまして

はフォルダ名に「経費」、これはガイドの４のほうに「経費」とありますが、内容は経

費以外に、審査の書類ですとか結果、また表彰式の関連、こういったもの、経費以外

のものも含まれるため移管としておりますとの回答でございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  ６６３の「総括」というのは、共通する事項だから総括ですというのは日本語とし

てどうなんですかね。 

 

文書係長：そうですね。共通事項みたいな感じで、分類できないものは総括に入れてし

まいがちなところはあるのかもしれないですね。 

 

委員長：個別に返ってきたことを総括するというイメージで普通は捉えるような気がす

るんですが。 

 

文書係長：総括がちゃんと適切な名称なのかどうかというところは所管課に確認しま

す。 

 

委員長：そうですね。ちょっと御確認というか。 

 

Ｃ委員：一時代前の、こういうファイリングシステムのコンサルティング業者の用語と

しては「総括」だった。これが一般的だったので、多分それを引き継いでいるんです

けども、行政学上の「総括」とは全然違う意味なので誤解を招きやすいんですよね。

事務の総括なのかという。 

 

委員長：そんな感じですよね。 

 

Ｃ委員：重要なもののように見えるんですけど、実はそうじゃなくて、ほかのところに

入らない全体に関わるような、範囲が大きなものが「総括」になっちゃっているの

で、やっぱり現場の発想に合わないようになってきているのかもしれないですね。 

 

委員長：確かに、そうですね。ありがとうございます。 

  あと、下の三つが、これもやっぱりガイド４が不適切という理解でいいんですか

ね。 
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Ｄ委員：ガイド４の経費というところですね。 

 

委員長：経費のはずなのに経費以外の書類も入っていますと言われるとどうしようとい

う。 

 

文書係長：経費ではなくて「金の梟関係事業」とか。 

 

委員長：そうですね。 

 

総務課長：ちょっと変えたほうがいいですね。 

 

委員長：ええ。ちょっとこれも上からだんだん落ちていくはずなので、違うものが入っ

ているとまずいですよということで御指導いただければと思います。 

  じゃあ、１３ページ目、よろしいですかね。 

  １４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１４ページ目、こちらは人事課の文書のリストになります。 

  こちら、「年」と「年度」が混在ということで、年度が正しいものでございます。ま

た、何回目という記載が欠けているものについては追記をいたしますとの回答になり

ます。 

  続いて、「行政情報公開請求書」、こちらは給与支払報告書の地方自治体別提出件数

に対する情報公開請求が毎年定例的にあるので、そのフォルダの中にしまっておりま

すとの回答になります。 

  続きまして、文書Ｎｏ．６５２番になります。こちらは６６９番ではないのかとの

御指摘でしたが、６６８に保管しております。理由としましては、実施の通知ですと

か表彰式に係る文書、こちらは「金の梟賞」と「カイゼンチャレンジ賞」それぞれの

共通なものになりますので、共通なものについては、同じフォルダ（「文書」のフォル

ダ）にしまっておりますとの回答になります。 

  次の文書Ｎｏ．６５３、こちらについても同じ回答になります。共通なものについ

ては６６８番に保管しております。 

  一番下、最後になりますが、こちらについては、移管対象２１番、フォルダについ

ては６７０番、御指摘のとおりでございます。 

  説明は以上になります。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  よろしいですか。何か上代先生、渋い顔をされているのは。 

 

Ｄ委員：文書リスト４５６番について、職員の給与の状況については確かに照会とか情

報公開請求が毎年あるというのは分からなくはないですが、フォルダリストのガイド
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名、フォルダ名を見て、年末調整に関する給与支払の関係だろうと思って文書リスト

の文書名を見てその中身が「情報公開請求書」だとなると、「えっ？」てなりますよ

ね。これはやっぱり別立てにすべきではないかと思います。給与支払報告書に関する

事務とは違う事務として扱っているわけですよね。 

 

総務課長：はい、そのように思います。 

 

Ｄ委員：確かに一緒にしたほうが便利というのは分からなくはないですが、フォルダリ

ストでフォルダ名やガイドをつけている意味が全くなくなってしまうので、これはフ

ォルダの段階で分けられたほうがよろしいかなと思っていました。 

 

委員長：そうですね。恐らくそうだと思います。事務的にはこのほうが楽なんですか

ね。 

 

文書係長：埋もれてしまうので、関連の資料と一緒にあるとそこに全部あるということ

でやりやすいところはあるかもしれないです。 

 

委員長：でも、それこそこれフォルダ名とかで「情報公開請求（給与支払報告書関係）」

とかにすればいいということですよね、埋もれないためということであれば。 

 

文書係長：そうですね。それ用に作るというのも一つですね。 

 

委員長：毎年あるのであれば、そのほうがという気がいたします。ありがとうございま

した。 

  これ以外はよろしいでしょうか。 

  では、次、お願いいたします。 

 

文書係長：１５ページ、契約課のフォルダリストでございます。 

  こちら、フォルダ名「契約関係書（その他）」ということで、フォルダ名、フォルダ

内容に関する御指摘でございまして、こちらは文書の内容を精査した結果、ほかの適

切なフォルダに移動しまして、この「契約関係書（その他）」については空フォルダと

なりました。フォルダ名については翌年度以降も含めて、この当該年度は空フォルダ

なんですけれども、「資格審査関連」、こちらにフォルダ名は修正いたしますとの回答

でございます。 

  １５ページは以上でございます。 

 

Ｄ委員：ここでの書き方からだと、廃棄するかしないかを判断したときは、このフォル

ダの中にまだ文書はあったということですよね。 
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文書係長：はい。 

 

Ｄ委員：フォルダ名が重なって確認しにくいということで、ほかの適切なフォルダに移

しましたということですが、その適切なフォルダがどこへ移されて、それが移管にな

ったか廃棄になったのかというのは、分かるのでしょうか。 

  それも含めて廃棄で多分いいということなんだろうと思いますけど、どこに移動し

て、最終的にその文書が廃棄で本当に確定したのかというところが分からないとまず

いかなと思います。 

 

文書係長：分かりました。このフォルダ自体はもともと廃棄ということでしたので、廃

棄する文書がほかのところに行っても移管であれば廃棄のものも一緒に移管ですし、

廃棄のものを廃棄に入れても多分廃棄なので、そのフォルダの移管・廃棄の結果には

影響を及ぼさないという内容のものなのかなというところではあるんですが。どこに

移動して、それがどうなったのかというところはまだちょっと未確認でございますの

で、そこは確認して御報告をさせていただきたいと思います。 

 

Ａ委員：今のお話は、今これは総務部契約課の契約グループの契約関係書は、ほぼその

他、契約グループで事業全てに契約関係書といえば、そうなるのかなという感じもし

ていて、どういう名前のつけ方がいいのかというのを考えていただいたほうがいいの

かなという感じもしていて。感想というか、時々こういうことがあるのかなというふ

うに思っていて。 

 

委員長：そうですよね。 

 

Ａ委員：これはほぼ事業全てに関わるものではという名前のつけ方になると、やっぱり

ちょっと判断がしにくくなるのかなと思いました。 

 

委員長：おっしゃるとおりだと思います。あと、同じくこのフォルダ名を「資格審査関

連」に修正しますという、今まで入っていたのは資格審査関連でも何でもない、何が

入ってくるんですかね。 

 

文書係長：恐らく今年度は入っていなくて翌年度はそういったものが入っているのでこ

の当該年度は空で、翌年度以降はその「資格審査関連」に内容に合わせて、フォルダ

名を変えたのかなというような、ちょっと勝手な推測をしていますが、そういった可

能性もあるのかなという、そこは確認をさせていただきます。 

 

委員長：分かりました。そうしたら、そのときに、今、Ａ委員からございましたよう

に、フォルダ名がそうなったとしても、その上のガイドが変わったり追加したりして

くれれば、これの資格審査なんだなというのが分かると思いますので、併せて御指導
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いただければと思います。 

  １５ページ目、そのほかよろしいでしょうか。 

  では、１６ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１６ページ目、こちらは防災危機管理課でございます。 

  まず、「占有許可」のフォルダ、上三つでございます。こちらにつきましては、占有

許可の期間につきましては満了しております。 

  その下、フォルダＮｏ．１３７番、その他についてです。こちらは様々な文書が入

っておりまして、新型コロナ関連の文書、こちらにつきましては別のフォルダに移し

て長期保存、扱いとしては延長になりますが別の長期保存のフォルダに移しますと、

それ以外の文書につきましては本フォルダに残して廃棄といたします。その際、中に

残った文書は物品購入等々の文書になりますので、フォルダ名は「その他（物品購入

ほか）」というふうに修正してございます。 

  最後の「その他」でございます。こちらにつきましては、「コロナ禍における女性の

負担軽減に関する緊急要望」等の新型コロナ関連の文書が含まれていたため「特４」

といたしましたが、コロナ関連の文書につきましては、この３年のその他のフォルダ

ではなくて別のフォルダに移して長期保存するような形になります。それ以外の支出

などの書類につきましては本フォルダに残して廃棄といたします。また、本フォルダ

名につきましては「契約・検査・支出」に修正をいたしますとの回答でございます。 

  防災危機管理課につきましては以上でございます。 

 

Ｃ委員：１５０のファイルがよく分からなくて、感震ブレーカーとどうして一緒になっ

ていたのかというのがちょっと。これは実際に総務課のほうで中身を見て、綿密に審

査しないと分からなかったということですよね。 

 

文書係長：その他に何でもかんでも、突っ込んでいたのかなと思います。 

 

Ｃ委員：単に「感震ブレーカー」と書かれちゃうと、我々も、このフォルダ名、フォル

ダ内情報をつけていただいて、移管や廃棄の妥当性を見るわけですけど、もう信用で

きないということになっちゃうわけですよね。 

 

文書係長：申し訳ございません。回答の部分がちょっと記載が不足しておりまして、感

震ブレーカー設置助成関係書類も含まれておりました。それもあったし、コロナもあ

ったし、いろいろその他の中に含まれていた状態のようです。 

 

Ａ委員：ああ、なるほどね。 

 

Ｃ委員：その他の一番上に入っていた文書だけをタイトルに書いてみましたみたいな。 
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Ｂ委員：数が少ないのを探すとき、大変ですね。 

 

委員長：ですよね。 

 

Ｃ委員：「特４」というのをつけたのは、総務課のほうで、検出して「特４」となさった

んですかね。原課のほうは、ちょっと言葉がきついですが、適当に出してきたものを

総務課のほうでチェックする中で、これ中身見るとコロナが入っているじゃないかと

いうので、「特４」というふうにしてくださったのか。あるいは原課で見たときに、こ

れはコロナのがあるからと「特４」で出してきてくださったのか。ちょっとそれによ

って、また見方が変わってくる部分もあると思うんですが。 

 

事務局：総務課で、コロナが入っているので、特４にしてもらいました。 

 

Ｃ委員：発見したんですね。 

 

事務局：総務課が指摘したので、向こうは、「ああ、そうだね」と直してくれたんですけ

ど、説明が「感震ブレーカー」と書いてしまったようです。 

 

Ｃ委員：総務課のチェックがなかったら危なかったかもしれないという案件ですよね、

これ。 

 

Ａ委員：コロナはコロナでまとめておいたほうが分かりやすいような気がするんですよ

ね。 

 

委員長：そうですよね、確かに。さっきの総括もこのその他もそうなんですけど、甘え

てしまう傾向が多々あるようです。これはもう全庁的な注意になるんだと思いますけ

れども、やはりガイド、そしてフォルダ名を通じてどのような文書であるのかという

のが推測できなければいけないので、全く違うものが入っているのはさすがに勘弁し

てほしいということだと思います。 

  そのほか、１６ページ目、よろしいでしょうか。 

  では、１７ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１７ページ目、財産運用課のフォルダリストでございます。 

  まず、上二つ、「普通財産の貸付」の関係になりますが、こちら、契約は１年ごとの

更新のため、本契約の期間につきましては満了してございます。 

  最後、一番下、「２７年度契約」、こちらにつきましては、当フォルダを使用した実

績がなく、こちらは空フォルダでございました。こちら、平成３０年度の文書になり

ますが、ずっとコピーされてしまって恐らく使わずに、コピーがずっと繰り返されて

残ってしまっているというものだと思われます。 
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委員長：なるほど、了解です。 

  これは最初、廃棄にしたという時点で使っていると思っていたんですかね。 

 

文書係長：文書のその存在、先ほど申し上げたそのシステムとデータと紙があるかない

かのところで、何かの拍子であるというふうに回答してしまって評価選別のリストに

残ってしまっていたと、よくよく考えたらあるわけないのでというところで、そこの

制度の問題で残ってしまったというところでございます。本来はもうここに出てくる

前に落としておく、もう存在すら消しておかなきゃいけないものなんですけれども。 

 

委員長：そうですよね。 

 

文書係長：はい。 

 

Ａ委員：なければ調べないから、全部は調べていないんですかね。 

 

委員長：何かそんなにおいが。 

 

Ａ委員：要するに、関わらないものがそのままになってしまうんでしょうけど。 

 

委員長：一般的に言われるように、やっぱりふだんの業務が忙しくて、この文書管理と

か文書のチェックが大変であるということは一方で理解しつつ、もう一方で我々の立

場としてはそれでいいよとは言えないので、やはりフォルダ内の文書などの確認など

は今まで以上に徹底をしていただきたいということでお願いしたいと思います。 

 

総務課長：承知しました。 

 

委員長：１７ページ目、よろしいでしょうか。 

  じゃあ、１８ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１８ページ目、施設整備課のフォルダのリストになります。 

  フォルダ名「特例管理簿（乙）」になります。こちらは、公文書管理規程で定められ

ておりまして、簡易の処理、下駄判を使って決裁をとり、承認をもらうようなものを

した場合は、簡易処理を行ったものとして特例管理簿、特例処理をしたよという簿冊

に記録しなければならないという規定になっておりまして、その文書になります。こ

ちらが３年保存の簿冊でございます。特例管理簿でございます。 

  最後、「その他課共用」でございます。こちら、他課兼務業務の工事関連資料が保存

されておりまして、一時的に保存・削除するような文書ではございません。これはフ

ォルダ内情報で「一時保存」データという回答をしておりまして、そこで誤解が生ま
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れてしまっておりまして、一時保存するようなものではなくて、他課兼務業務の工事

の関連資料が保存されていますとのことでした。原本はほかの課が保存しているため、

「一時保存」という表現をしてしまいましたとの回答になります。 

  １８ページ目は以上でございます。 

 

委員長：分かりました。 

  この２件目は工事のものかどうかは分からないですよね。今説明をいただいたら他

課兼務業務の工事の関連資料というのが分かりますけど、ガイドからフォルダ名まで

行くと、そもそも「その他課共有」と、他課兼務業務は違います。何か「その他課共

有」と言われると施設設備課内の共有、この回答だと他課兼務業務ですから、ほかの

課ですよね。 

 

文書係長：そうです。ほかの課と兼務している職員がいて、その関連業務ということだ

とは思うんですが。 

 

Ａ委員：「その」が要らないのでは。 

 

委員長：うん。「その」が要らないな。 

 

Ｄ委員：ただ、リストを見ると、フォルダ１７２と１７３のガイド４が課共用になって

いますね。これは多分、課内の共有フォルダとして使っているのだろうと思います。

リストの並びでは職場環境委員会という係全部を含む委員会があって、その次にこの

フォルダがありますが、このガイドのつけ方からして、それ以外の「他」だから、「そ

の他課共用」だと推測します。 

  他課兼務が入っているのは、要するに係をまたいで課内で共有すべきだという判断

だと思います。そうだとすると、この一時保存という言葉自体が、他課が保存してい

るから、ここでは仮置きというくらいの意味になると思いますが、一時保存と言える

かというと、それは一般的にはそういう言い方はしないわけで、この一時保存という

言葉がおかしいですね。 

  先ほど委員長が指摘されましたように、例えば工事に関する書類だったら、それは

３年くらい仮置きしてあってもそれはいいだろうと思いますが、結局はその対象業務

がよく分からないことと、「一時」という言葉の使い方が通常の意味とかけ離れている

というところが問題なのかなと思います。 

 

委員長：そうですね、確かに。 

 

Ｄ委員：他課兼務業務については、例えば「他課データの写し」であるとか、そういう

言い方であれば確かに３年間、念のために置いておくかという判断をされたんだろう

なというのは分かるようになると思います。結局、「一時」という言葉が誤解というよ
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りも、使い方が普通の用法とかけ離れているというところが問題なのかなと思いまし

た。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  これは令和２年登録なので、多分、今も同じ名前をつけているような気がしますの

で、ちょっとこれは御指導いただいたほうがよろしいかなと思います。 

 

総務課長：はい、ありがとうございます。 

 

委員長：ほか、１８ページ目、よろしいですか。 

  じゃあ、１９ページ目、お願いします。 

 

文書係長：１９ページ目、男女平等推進センターのフォルダのリストでございます。こ

ちら「ＤＶ防止」のフォルダですけれども、こちらにはＤＶ防止講座のチラシや受付

関係書類などが入っていますが、新企画を行う際に必要のない資料のため廃棄で問題

ございませんとの回答になります。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。大丈夫ですかね。 

  では、２０ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２０ページ、区民活動推進課のフォルダリストになります。 

  フォルダ名が「調査回答その他文書」で、こちらについては推薦ではないかといっ

たところの御指摘で、審査委員会委員の推薦についてになります。また、選別基準の

７に該当するため、廃棄から移管に訂正をいたしますとの回答になります。 

  その後四つほど、フォルダ名が不適切ということで、第１回、第２回ではなくて、

ちゃんと会議体の名称を付け加えた名称に修正をしてございます。 

  最後、フォルダ名「契約書」になります。こちら、区民活動支援事業補助金審査委

員会の事務局がリングファイル等消耗品の購入のため、契約及び支払いをしている文

書が保存されております。なお、翌年度以降からにつきましてはフォルダ名を「物品

購入」のほうに変更しております。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。よろしいですかね。２１ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２１ページ目、こちら地域区民ひろば課でございます。 

  フォルダ名「事故関係書類」、こちらにつきましては訴訟等権利関係に関連するもの

は含まれておりません。確認済みでございます。 

  続きまして、「区民ひろば大規模改修関係」、こちらＮｏ．１８に関しては地域区民
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ひろばが契約をしたリース改築案件になります。本フォルダのＮｏ．１９、こちらに

つきましては、大規模改修関係は施設整備課の施工案件になりまして、こちら地域区

民ひろば課のフォルダにあるのは修繕等の支出関連起案が主な内容となります。 

  続きまして、最後の二つ、「自主運営移行モデル事業」、また「自主運営本格実施」、

こちらにつきましてはそれぞれ区民ひろばの運営をＮＰＯ法人に業務委託する事業で

す。ＮＰＯ法人による運営の１年目、１年目がモデル事業という名称になっておりま

す。委託料の支出関係書類が主な内容になっています。 

  続きまして、ＮＰＯ法人による運営が２年目以降になり本格実施のフォルダに保存

されますと、内容としましては委託料の支出関係書類が主な内容となります。いずれ

にしても、定例的な内容なので廃棄という扱いになっております。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  上から二つ目のやつは、フォルダ名は「大規模改修」ですけど、中身には大規模改

修は入っていない。 

 

文書係長：そうですね。その所管課が直接やっている修繕の書類が主な内容ということ

です。 

 

委員長：フォルダ名と一致していないということですね。 

 

総務課長：所管課に確認して修正したほうがいいですね。 

 

文書係長：恐らく大規模改修をやった年があって、それがコピーされて該当の年度で

は、恐らく改修工事はなくて、そこにはまりそうな修繕をしまっておいたのかなとは

思いますが、中身と合っていなければ修正するように促したいと思います。 

 

委員長：今も生き残っていそうな気がしますね、大規模改修。 

 

Ｂ委員：多分、椎名町のようにまるっきり新築したのと長崎のように内装だけ、要する

に全部残して、がわを残して中身だけというものの違いはあると思うんですけど、す

べてが大規模改修ではないと思います。 

 

委員長：これは適切なように直していただければと思います。 

 

総務課長：はい。 

 

委員長：じゃあ、２１ページ目はよろしいですかね。 

  じゃあ、２２ページ目、お願いします。 
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文書係長：２２ページ目が総合窓口課のフォルダリストになります。 

  まず、「個人情報開示請求（平成２５年度）」ということで、こちらは審査請求、訴

訟に至ったものはございません。 

  続きまして、「補助金」、こちらはフォルダ名を修正してございます。 

  「開示請求」、何に基づく開示請求ですか。区の条例に基づく個人情報や行政情報に

ついての開示請求でございます。 

  続きまして、「その他契約」、こちらはフォルダ名を修正してございます。 

  続きまして、フォルダ名「ヒヤリハット」、こちらにつきましては、誤封入がないよ

う二重チェックを徹底するようマニュアルを変更するとともに、個別事案として資料

を別途保存して係員に共有しております。 

  続きまして、「保有個人情報開示請求」、また「開示請求綴」、これについては審査請

求訴訟等に至ったものはないことを確認済みでございます。 

  そこからはフォルダ名に「その他」が含まれているものについての御指摘でござい

まして、それぞれフォルダ名は変更するとのことでございます。 

  ２２ページにつきましては以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  上から三つ目の７０番なんですけど、これはよその課だと個人情報とか情報公開と

か分けて書いていませんでしたっけ。 

 

文書係長：情報公開請求と個人情報の開示請求で、そうですね。分かれているところも

あれば、一緒くたにしているところも、あるのかもしれないですね。 

 

委員長：恐らく分けて書くほうで統一をされたほうがよろしいかなと思いますね。 

 

総務課長：はい。 

 

委員長：１１４番がいま一つ分からなかったんですけど、誤封入がないよう二重チェッ

クを徹底するようマニュアルを変更するとともに、マニュアルを変更した資料もここ

に入っている。 

 

文書係長：マニュアルは別途、恐らく常用的な位置づけで、この事案が原因となった改

善というんですかね、それを反映したものは別途あるんだと思います。 

 

委員長：何の個別事案としての資料ですかね。 

 

Ｄ委員：誤封入というのは何なのかという問題で、総合窓口課ですから、郵送請求のも

のを他人に送ってはいけないので、誤封入そのものというよりは、それをチェックす
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るしくみについてのものなのだろうな、とは思います。ただ、これでは答えになって

いない気がしますね。要するに、誤封入そのものがあった事案も共有していますよと

いうことを言いたいのでしょうか。 

 

文書係長：この起こった事案、恐らく誤封入をしてしまった事案があって、それが起こ

らないようにマニュアルをまず二重チェックするとかマニュアルを変えたというとこ

ろがあるのと、マニュアルを変えただけではなくて、この事案についても具体的にこ

ういうことがあったよというのを別途保存して係員に共有しているという回答なので

はないかなと。 

 

総務課長：御質問の内容がもともとのヒヤリハットの出来事まで共有される形になって

いますかという御質問でしたので、これに対応する部分として個別事案として資料も

というような形になると思います。 

 

委員長：なるほど、別に残っている、ちゃんとあるよという、共有もしているし引き継

いでもいるよということなんですかね。 

 

文書係長：それに合わせてマニュアルもちゃんと変えて、マニュアルはそれで運用して

いますよという回答。 

 

委員長：このフォルダに入っている文書は何なんですか。 

 

文書係長：個別事案がここにも入っているのかなとは思うんですけど。 

 

委員長：別途保存ですね。ちょっと何が入っているかだけ、聞いていただいて。 

 

文書係長：はい。ちょっと詳細をヒアリングしたいと思います。 

 

委員長：そのほか、よろしいでしょうか。 

  では、２３ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２３ページ、こちらは税務課のフォルダリストになります。 

  まず最初、上二つ、「ダミー会社」の部分、「ダミー会社」ではなく「特徴新規ダミ

ー」です。ほかの自治体に住民登録している方が豊島区で特別徴収を希望した場合は

ダミーデータを作成して課税しますが、その方の課税内容について疑義があり、会社

や家族などに照会を行った際の資料になります。 

  それ以降、フォルダ名が不適切ですということで、フォルダ名は内容に合わせて修

正をしてございます。 

  また、下から３番目の「普通徴収催告」、こちらはガイドが資料となっているよとい
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うところですが、こちらは普通徴収催告のフォルダを別のガイド、ガイド５、催告へ

移設し、「資料」のガイドは結果的にもう使われなくなったので「資料」のガイドは削

除しましたとの回答でございます。 

  最後、「休暇簿」、「出勤簿」でございます。こちらは、税務署で勤務する資料調査員

として例年３か月のみの採用を行っています。不定期勤務の実績払いのため、休暇簿

及び出勤簿を人事課へ提出しています。そのため、採用に係る休暇簿及び出勤簿とし

ております。 

  説明は以上でございます。 

 

Ａ委員：８０番、８１番の御回答のこの「ダミー会社」ではなく「特徴新規ダミー」で

すということですと、そうするとフォルダ名はこれでいいのかなというのがちょっと

分からなくなってしまっていて、この二つの違いもまだよく分かっていないんですけ

れども、「特徴新規ダミー」というのを作る必要があるということなのであれば、そこ

に会社をつけるとちょっと意味が変わってくるような。 

 

Ｄ委員：「特徴新規ダミー」を作った上で、その人に関して勤務先企業などに照会をかけ

たとか、そういうことではないのかなと思いますが。 

 

文書係長：はい。おっしゃるとおりです。 

 

総務課長：やはりフォルダ名の「特徴新規ダミー」を鍵括弧でくくるとか何かしたほう

が分かりやすくなっていいのかなという感じがしました。 

 

Ａ委員：そうですね。区切りが分からないと意味が変わってしまうのかなと。 

 

Ｄ委員：その下のダミー資料についても資料がダミーなのではなく、ダミーに関する資

料ということですね。区外住所のある方、すなわちダミーに関する資料というふうに

してもらわないと、分からないですね。 

 

委員長：分からないですね。一番上の「特徴新規ダミー」で、会社の場合と家族の場合

もあるという説明ですよね。 

 

文書係長：会社照会文書とか、いずれにしても分かりやすく改善を促したいと思いま

す。 

 

委員長：そうですね。この「特徴新規ダミー」が正式名称であるならば、８１番のほう

もダミーだけではという気がしますね。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  下の二つが、ぴんときていなくて、採用書類じゃないということなんですかね。 



33 

 

文書係長：そうですね。短期の３か月のみの採用ということもあって、採用とその辺の

関連書類をもう一緒くたにまとめているというところがあるのかもしれないです。 

 

委員長：ガイド５がちょっと不適切なんですかね。御説明もやっぱり、採用に係る休暇

簿って、採用に係る休暇簿と言われてもという気がします。ちょっとガイドは御検討

いただいたほうがいいかなと思います。 

  そのほか、２３ページ目、よろしいですかね。 

  ２４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２４ページ目、こちら税務課の文書の御指摘いただいた内容を一通りちょっ

と載せておりまして、数字の全角・半角が統一されていませんということで、半角に

統一しましたという回答になっております。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  これはほとんど同じかな。番号に抜けがないか探していくのがすごい大変だった記

憶が。ちゃんと並んでいないんですよね、この全角・半角がいることで。 

 

Ａ委員：ああ、確かに。 

 

委員長：なので、これはもう統一してくれと。 

 

Ａ委員：きれいに分かれますね。 

 

委員長：１、２、１１とかで２・３はどこに行ったかというような……。ありがとうご

ざいます。これで見やすくなると思います。 

  では、これはこれでということで。２５ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２５ページ目、国民健康保険課でございます。 

  まず、「条例の改正（立案請求）」。こちらにつきましては、条例改正に関する文書に

つきましては、総務課のほうでまとめて長期保存しているため、本文書につきまして

は廃棄で問題ございません。 

  続きまして、「月報バイブル」、こちらは国に提出する月報の、すみません、ちょっ

と見切れておりまして、下調べ表でございまして、代々バージョンアップを重ねてい

ることやマニュアルが含まれているためバイブルと呼んでいます。続きまして、「年報

Ｂ・Ｅ表」。こちらは保険料に関する年報です。Ｂ表が一般区分で、Ｅ表が退職者区分

のものになりますという回答になります。 

  続きまして、東日本大震災に係る特定健診等国庫負担金になります。こちら移管理

由は２４ですかとの御指摘だったんですけども、災害に関連するものになりますので
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特別選別基準の５に移管理由のほうは修正をいたします。 

  続きまして、ここからは不当利得の関係のフォルダ等々になっておりまして、御指

摘が消滅の時効が１０年ではないかといった御指摘でございまして、５年のものと１

０年のものがございまして、一番左のフォルダナンバーで申し上げます１１４、１１

５、また２２７、２２８に関しましては御指摘のとおり１０年ということですので、

保存期間を延長しますという回答になってございます。それ以外の部分につきまして

は、公債権としての取扱いのため消滅時効は５年です。根拠規定は自治法２３６条第

１項になってございまして、廃棄で問題ございませんとの回答になります。 

  続きまして、下五つ、ナンバーで言うと３８３番以降になりますが、こちらフォル

ダ名の御指摘については修正をしてございます。 

  また、「新拡」についての御説明ですが、下から四つ目のフォルダ、新拡資料になり

ますが、こちらは新規拡充事業、こちらを略したものになります。 

  説明は以上でございます。 

 

Ｄ委員：「月報バイブル」についてですが、これは少しずつ足してきているのなら、常用

扱いになるのではないでしょうか。 

 

委員長：何かそんなイメージもあるんですが。 

 

Ｄ委員：毎年、月報をコピーして、誰かが足しているんでしょうか。すると、これは１

０年保存ですから、毎年足していっているとすると、その「バイブル」と称するもの

は１０ファイルあることになりますね。何年かに一回まとめて綴じるのかもしれませ

んけども、どうなっているのかよく分からないですね。 

 

委員長：そうですね。ちょっと分からないですね。 

 

文書係長：恐らく、実際やはり常用としてずっと置いてあって、それが時々更新されて

いくというようなものかなとは思うんですけれども、フォルダの作りが１０年保存の

もので作られていて、毎年毎年コピーされてしまっているという、システム上はそう

いう動きをしてしまっている。なので、中身は強いて言うならそのときのものが入っ

てる、古いものというようなところ、最新のものは恐らくこの最新のフォルダに入っ

ていてあるんだとは思うんですけれども。だから、本来はここで出てこなくて、常用

という形で手元で置いておくマニュアルというような位置づけで管理するのがいいの

かなと思うんですけども。 

 

委員長：そうですね。 

  フォルダ名もしようがないんですかね。 

 

文書係長：フォルダ名も、これ分からないと思うので、内容については答えているんで
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すけれども、フォルダ名を直しますというところまでほしいところだったんで。そこ

は所管課のほうに促して、「月報バイブル」と「年報」のところ、ここは改善を促した

いと。 

 

委員長：「年報」もそうですね。何か括弧をつけて説明が入っていれば、まだしも。 

 

Ａ委員：そうですね。 

 

委員長：という気はします。では、これは二つともお願いします。 

  そのほかは大丈夫ですかね。 

  ２２９、２３０は、これは公債権ということなので、公債権の医療機関。 

 

Ｄ委員：公立病院の診療費は公の債権になるのでしょうか。 

 

委員長：ならなかった。 

 

Ｄ委員：判例では違うと言っていますよね。 

 

委員長：違いますよね。 

 

Ｄ委員：これが本当に公債権になっているかは、少々疑問です。医療機関絡みで言え

ば、保険者との関係での不正・不当な診療報酬の返還などをさておけば、普通は医療

契約については公債権ではないのではないかと私は思います。 

 

委員長：そうですね。 

 

文書係長：そこはちょっと改めて、このガイド４のところが医療機関となっている部分

についての御指摘ですね。２２９、２３０。 

 

Ｄ委員：債権とか未済としてあるようですから、恐らく診療費ですよね。判例では、こ

れは民間病院が受け取る診療費と同じ性質なので、公債権にはならないという判例だ

ったと思います。 

  でも、診療報酬だったら、これは平成３０年当時ですから、民法の短期消滅時効が

あったわけで、万一、未済のものがあったとしても、３年で全部消滅しているとなれ

ばそれで済むかもしれないですが。 

 

委員長：診療報酬じゃなくて、保険給付した分が対象かもしれない。保険給付の分を出

し過ぎたから。返すよというのであれば公債権の可能性もあるのでは。 
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Ｄ委員：ああ、なるほど。 

 

委員長：２２７と２２８は見た目で違いが分からないんですよね、これ。２２７と２２

９は微妙に表現が違っていますけど、ガイドと絡めてみればどっちも不正・不当債権

関係、不当利得返還。 

 

Ｄ委員：未済繰越は何となく分かりますが、債権徴収はどんな債権でしょうか。その債

権の性質とか中身が分からないと本当に公債権なのかというのが、判断できないです

ね。 

 

委員長：そうですね。２２９は少なくとも確認しておいたほうがいいですかね。 

 

総務課長：はい。 

 

文書係長：はい。詳細を確認いたします。 

 

委員長：ということで、２３０は大丈夫ですかね。 

 

Ｄ委員：２３０は未済繰越ですね。 

 

委員長：結構これ、２２９の繰越しならば一緒ですよね。 

 

Ｄ委員：そうですね。これは給付せずにそのまま繰越し繰越しになっているということ

ですね。それであれば、公費会計に置いたままになっているはずですから、要するに

相手方の請求権があるかないかという問題なので、これは公債権になっておかしくな

いと私は思います。 

 

委員長：じゃあ、ちょっと２２９も御確認いただいてと思います。 

 

総務課長：はい。 

 

委員長：持っておいても払ってはもらえなかったですだと思うんですけど。ただ、それ

こそ住民監査請求とかで引っかかると徴収できるはずのものを徴収していないとかと

いうのにつながりかねないかもしれませんね。 

  そのほか、よろしいですかね。 

  では、２６ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２６ページ、こちら国民健康保険課の続きのフォルダリストになります。 

  こちら、上から四つはフォルダ名称の変更になります。上から三つ目がコロナ減免
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に関する他区からの資格証調査資料ですので特４には該当しません。他区からの調査

なので該当しませんとの回答になっております。 

  一番下、「１０６条関係綴」、こちらは国民健康保険法１０６条ではなく健康保険法

１０６条「出産育児一時金の支給の取扱い」関係です。社保で一時金をもらうと国保

では出ませんという規定内容となっております。 

  説明については以上でございます。 

 

Ｄ委員：一番上の５７６番は、フォルダ名を個別の会派名にしていますね。いろいろな

御要望がこの会派から出されているのをまとめてあるということだと思いますけど、

これはあまり公にしなくてもいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員長：潔いですけど、ちょっと何か。 

 

Ｄ委員：こうしておけば、確かに分かりやすくなるのかなとは思いますが、この会派だ

けがフォルダ名になっているのは大丈夫なのかなというのを思ったりしまして。 

 

総務課長：会派要求資料とか何かそういうふうに変えたほうがいいかなと私も思いま

す。 

 

委員長：会派要求資料ならばね。 

 

Ｄ委員：そうですね。固有名を出すのは控えた方がよろしいのではないかなと、私は思

いました。その点、原課と御相談いただければと思います。 

 

総務課長：ありがとうございます。 

 

委員長：そのほか、いかがですかね。 

  あと一番下も分かるんですけど、ガイドとかを見ていくと、これは国民健康保険の

中に全部いるので健康保険法なら健康保険法と書いていただいたほうが分かりやすい

かなと思いますね。 

 

Ａ委員：７４８番は結局捨ててもいいかどうかはこれで判断できるのかどうかというの

がちょっと分からなくて、法律の準拠法が違ったという御回答ではあるんですけど、

１０６条関係綴が何なのかというのがちょっと分からなかったんですけれども。 

 

文書係長：そうですね。関係資料ということしか分からない。いずれにしても定例的な

ので廃棄だとは思うんですけれども、具体的な中身についてはじゃあ確認を。 

 

Ａ委員：そうですね、来年度以降の名前のつけ方にも影響があるかなと。 
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委員長：そうですね。 

  社保でもらうと国保で出ないはずなのに、国保でももらっているから不当利得とい

うことなんですかね。でも、公債権だとしても５年ですよね、時効って。３年でよい

のかという話にまたなってきそうな気がするので、ここは御確認いただいたほうがよ

ろしいかと思います。よろしくお願いします。 

  では、２６ページ目、よろしいですかね。 

  ２７ページ目、お願いします。 

 

文書係長：こちらは国民健康保険課の文書のリストになります。こちらフォルダＮｏ．

８は移管ではないかということで、文書の内容を確認した上で、こちらは廃棄となっ

ていたんですが、事業計画の決定についてという文書ですので移管に修正しますとの

回答でございます。 

 

委員長：よろしいですかね。 

  ２８ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２８ページ目、高齢者医療年金課のフォルダリストでございます。 

  こちら、上四つはフォルダ名が不適切とのことで、フォルダ名を修正してございま

す。 

  続きまして、フォルダ名、上から五つ目の「進達書類（第１次）」、こちらにつきま

しては、区で受け付けた届出・申請を池袋の年金事務所に毎週進達しています。週ご

とに区分しておりまして、年間１次～５０次までありますとの回答でございます。 

  最後、「死亡勧奨状送付」、こちらにつきましてはフォルダ名を修正してございま

す。 

  以上でございます。 

 

委員長：大丈夫ですかね。 

  では、２９ページ目、お願いします。 

 

文書係長：２９ページ目、こちら西部区民事務所のフォルダリストになります。こちら

は区政連絡会の関係の文書でございまして、東部区民事務所と同様に移管対象といた

しますとの回答になります。 

  以上でございます。 

 

委員長：そろえたほうがいいですよね。よろしいですかね。 

  では、３０ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３０ページ目、文化デザイン課でございます。 
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  まず、最初のフォルダ名「イニシアチブ補助金」、またその下の「池袋／としま／東

京アーツプロジェクト」、こちらガイドの「現在 担当事業」、こちらについての御指

摘でございます。こちら、「現在」は外しまして「担当事業」という形に修正をいたし

まして、また、ガイド４の担当事業以外としては、所管している外郭団体やＮＰＯな

どに関するガイドが存在しますとの回答となっております。 

  続きまして、上から３番目、「区制施行８０周年関係」、こちら単発的な事業を「そ

の他」というふうにしておりましたけれども、ガイド名を修正しておりますとの回答

でございます。 

  最後、「ネーミングライツ」でございます。こちらは会計処理の文書が保存されてお

りまして、契約の権利義務関係、こちらの文書につきましてはこのフォルダには含ま

れてございませんとの回答になります。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。よろしいですかね。 

  では、３１ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３１ページ、生活産業課のフォルダリストになります。 

  まず、「生活産業プラザ 行政財産使用許可」になります。こちらは、生活産業プラ

ザは平成２９年度に閉館しておりまして、当フォルダの中に関係文書、文書はござい

ませんでした。 

  続きまして、「行政財産（使用許可）」になります。こちら、特殊な財産使用許可で

はなくて、毎年、使用許可している定例的な内容であるため、移管から廃棄に変更い

たしますとのことです。 

  続きまして、「遠隔地・運営補助金」。こちら、当フォルダは定例的な補助金の支出

起案のみのため、補助金移管(起案なし)から廃棄に変更いたします。また、Ｎｏ．５

９につきましても廃棄で問題なく、土地の契約などの重要書類は常用フォルダの中に

保存しておりますとの回答です。 

  続きまして、「その他補助金関係書」、こちらはフォルダ名を修正してございます。 

  続きまして、「行政情報公開・個人情報保護関係書」、こちらは審査請求や訴訟に至

ったものはございません。 

  「その他庶務」、こちらはフォルダ名を修正してございます。 

  最後、「庶務」、こちらもフォルダ名を修正してございます。 

  生活産業課は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。よろしいですかね。 

  一番上のはもうこの次の年からなくなるという理解でよろしいですね。 

  では、３２ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３２ページ目、こちらは文化観光課のフォルダリストになります。 
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  まず、「行政財産使用許可」です。こちら文化財の説明板の設置に係る使用許可でご

ざいまして、５年ごとに更新しております。選別基準に該当するものはございませ

ん。保存期間満了時には許可期間は満了してございます。 

  また、それ以降はフォルダ名に関する御指摘で、フォルダ名に関しましては修正し

てございます。 

  文化観光課は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

 

Ａ委員：最後の１６４番は何も解決していないのではないでしょうか。 

 

委員長：そうですよね。 

 

Ａ委員：「その他イベント」が「イベント支援その他」に代わって、何が解決したのかが

ちょっと分からないです。 

 

委員長：上から二つ目も多分解決していないですよね。上から三つ目もか。三つ目もそ

うですよね。 

 

文書係長：そうですね。フォルダ内情報をちょっと反映するような形で、もう一度修正

の仕方を指摘したいと思います。 

 

委員長：そうですよね。本当にこれで直ったと思っちゃったのかが逆に不思議な。 

 

Ａ委員：自分たちが分かっていない。 

 

委員長：そこですよね、やはり。ぜひ、そのときに上から二つ目に個別の会派名が出て

こないように御指摘いただければと。 

 

文書係長：はい。 

 

委員長：では、３２ページ目、よろしいですかね。 

  じゃあ、３３ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３３ページ目、こちらは文化観光課の文書のリストになります。こちら上二

つに関しましてはフォルダリストとの矛盾が生じていますよということで、こちらは

定例的な内容であるため「廃棄」に修正をいたします。 

  あとは誤字、お休み処の表記が誤っておりましたので、「お休み処」に修正をしてご

ざいます。 
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  説明は以上でございます。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

  では、３４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３４ページ目、こちらは学習・スポーツ課になります。 

  フォルダ名「地域再生計画」、こちらはみらい館大明、地域再生計画に基づいて設置

された施設のため「地域再生計画」というフォルダに入ってございます。 

  続きまして、「スポーツ振興計画」でございます。こちらは、御指摘に当たって内容

を確認した上で移管に修正をいたします。 

  続いて、「施設設置管理許可」、こちら許可期間は満了してございます。 

  続いて、「長期使用許可」、こちらも保存期間満了時において許可期間は終了してご

ざいます。 

  続いて、「貸付（旧大明小学）」、こちら本文書の内容につきましては貸付期間は満了

してございます。 

  続いて、フォルダ名「その他」、こちらはフォルダ名を修正してございます。 

  続いて、「巣鴨体育館」、こちらは移管１１の理由が土地境界の確認に関する文書が

含まれているため移管としてございますとの回答です。 

  続いて、その他が二つございまして、別フォルダ、「荒川野球場」と「笹目グラウン

ド」というフォルダとの使い分けはどうなっていますかということで、その他の部分

には利用予約表が保存されておりまして、その個々の名称、荒川野球場と笹目グラウ

ンドのほうには利用予約表以外の文書が保存されていますとの回答でございます。 

  続いて、ガイド５が協定の部分、こちら「協定等」となっていますが協定なのでし

ょうかというところで、協定ではございません。「等」に含まれまして、ガイド傘下の

フォルダで協定と協定以外のものも細分化して、フォルダを保存、保管しております

との回答でございます。 

  最後の四つ、こちらについてはフォルダ名を修正してございます。 

  ３４ページにつきましては以上でございます。 

 

Ｄ委員：５２番については、ガイドが「その他」となっているわけですから、中身が分

からないという点では、全く解決になっていないと思います。 

 

委員長：そうですよね。 

 

Ｄ委員：それから、８６から９０番のガイドの「協定等」について、協定以外のものが

「等」に含まれるという説明はあり得なくはないとは思います。ただ、そうであるな

ら、ガイド５のほうに変更したほうがよろしいのではないかという気がいたします。

どういうガイドのつけ方になっているのかがちょっと分からないですが、この協定

「等」に入るという説明は、少々強弁が過ぎるかなという印象を持ちました。 
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委員長：そうですね。おっしゃるとおりだと思います。ここはちょっと５２も含めて再

検討をお願いしたいと思います。 

  あと、６５番も土地境界文書が入っているなら書いておいたほうがよくないですか

という気はしますよね。ガイド５とフォルダ名が一緒でなくても、ガイド５が「巣鴨

体育館」なので、フォルダ名では「土地境界確認文書」とかが使えるという気がしま

すので。 

  ほかはよろしいですかね。 

  では、３５ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３５ページ、こちらも学習・スポーツ課のフォルダリストの続きになりま

す。 

  フォルダ名、上二つ、「事故報告書」になりますが、こちらは当初移管としていたん

ですけれども、改めて確認したところ、死亡や後遺障害などの重大事故はございませ

んでしたので、廃棄に修正をいたします。 

  続きまして、「その他」が含まれているフォルダ名に関しましては、こちらフォルダ

名を修正と、あとコロナ関係ではありませんかとの御指摘で、コロナ関係のものが含

まれていたということで移管に、この期間満了後の措置は修正をいたします。 

  下から２番目の「体育施設協会」、こちらは一輪車の寄贈に関するものということで

移管にしていたんですが、寄贈の照会に関する文書のみで実際は寄贈されていないも

のでしたので、こちらは廃棄に修正をいたします。 

  最後、「私学通知」でございます。こちらは、国や都からの通達をもとに学校での対

応を決めており、コロナ選別方針の（３）の資料に該当すると思われますので、移

管、特４としてございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  １６７と３３１はどちらもコロナ関係なんですが、ガイドとかフォルダ名とかから

だと分からないということですよね。これは移管された後に探そうとしたら探せます

かねという気がちょっとしますね。 

 

文書係長：フォルダの情報を補足いたします。 

 

委員長：そうです、入れておいていただいたほうが後々多分困らないような気がしまし

た。そのほか、よろしいですか。 

   

文書係長：それでは、３６ページ目になります。 

  こちらは学習・スポーツ課の文書のリストになりますが、先ほどの学習・スポーツ

課のフォルダの最後の部分ですね。私学通知のところの御指摘と同様になります。国
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や都からの通達をもとに学校での対応を決めておりまして、コロナ選別方針の３の資

料に該当するものもございますので、こちら該当するものは特４としてございますと

いう回答になります。 

  ３６ページは以上でございます。 

 

Ｄ委員：ここの幾つか、例えば４２１番あるいは４３４番とか、「について」の「に」が

落ちているのがありますけど、これは本当の文書の件名には「に」は入っているので

大丈夫だと理解していいですか。 

 

委員長：「感染症対策ついて」か。そうですね。 

 

Ｄ委員：転記ミスということなのでしょうか。 

 

文書係長：もともと入っていないですね。システム内のデータを引っ張ってきているの

で、恐らく件名の「に」が漏れているのではないかなと思います。 

 

Ｄ委員：特段不都合がなければ、それでいいとは思いますが。 

 

委員長：そうですね。直せるなら直したほうが格好悪くないような気が。 

 

総務課長：そうですね。はい。 

 

委員長：そのほかはよろしいですかね。 

  では、３７ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３７ページ、こちらは図書館課になります。 

  「行政財産使用許可」になります。こちらは当初移管となっていたものなんですけ

れども、改めて確認したところ、定例的な内容であるため廃棄といたします。 

  続きまして、「国・都の負担金及び補助金関係書」、こちらも改めて確認したとこ

ろ、定例的な内容であるため廃棄といたします。 

  続きまして、「財産使用許可」になります。こちらも確認したところ定例的な内容で

あるため廃棄といたします。 

  また、同じフォルダに関する御指摘ですが、こちらガイド５が資料となっているよ

というところ、「資料」としての役割のフォルダになっておりません。定例的な財産使

用許可に関する内容であるため、こちらも廃棄に変更いたします。 

  その下の「財産使用許可（上池袋私道）」、こちらも同様で、定例的な内容であるた

め廃棄に変更いたしますとの内容でございます。 

  続きまして、フォルダ名「課長用」ございます。こちら、より適切なフォルダ名を

検討いたします。また、継続的に課長が資料の作成等で使用しているため、３年保存
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ではなく、各課長が引き継ぐようなフォルダとして常用フォルダとしての運用として

の見直しを行いますとの回答になります。 

  続きまして、「財産使用許可（撮影）」、こちらも内容的には定例的なものであるため

廃棄に変更いたします。 

  それ以降のその他が含まれたフォルダに関しましては、フォルダ名を修正いたしま

すとの回答です。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。よろしいですか。 

  １８番、１９番はガイド５の使い方はこれ以降改めていただけるという認識で。 

 

文書係長：はい、そこも含めて各課には指導を行います。 

 

委員長：分かりました。 

  じゃあ、よろしいですかね。 

  では、３８ページ目、お願いします。 

 

文書係長：環境政策課のフォルダのリストになります。こちら、御指摘がフォルダ名に

関する御指摘、全部フォルダ名が「その他（３年）」となっているものです。こちら、

フォルダ内情報の内容に合わせてフォルダ名を修正してございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：１０７番目、イベント対応で分かりますかね。他課資料ですよね。 

 

文書係長：１０７番のコロナウイルス関連というところと、あと、一番下のフォルダの

内容が、その他新型コロナウイルス、ちょっとコロナ関連のものも含まれていそうな

ので、ここの内容を確認した上で本当に廃棄でいいのかどうかというところは再確認

した上で、またフォルダ名もフォルダ内情報に書かれている「SDGs ウィーク」等のイ

ベントに関係することをちゃんと表していますかというところも含めて確認をしたい

と思います。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  そのほか、大丈夫ですかね。 

  では、３９ページ目、お願いします。 

 

文書係長：３９ページ目、環境保全課でございます。 

  フォルダ名「アスベスト分析調査助成申請書」、こちらは訴訟に発展した事例は把握

している限りではございません。フォルダ内の文書は、建物の所有者などがアスベス

ト有無を確認するための分析をする際にその費用の助成を事前に申請する書類なの
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で、公害苦情の発生とは直接関係はございませんとの回答です。 

  続いて、「苦情処理票」でございます。こちらも訴訟に発展した事例は把握している

限りではございません。 

  「中高層集合住宅建築物事前協議書」、建築物に関してはいずれも完成しておりま

す。事前協議によって場合によっては計画変更を求め、騒音など公害の規制基準を満

たすことを確認しており、公害に関して紛争等に発展したという事例は把握している

限りではございません。 

  「照会・回答・その他」、こちらについてはフォルダ名を修正してございます。 

  最後の「もっときれいな街づくり推進事業」の資料と報告書の資料でございます

が、こちら、御認識のとおり、定例的な文書でございますとの回答になります。 

  ３９ページは以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  ４８番のあれは、他団体が入ったら直ったということですか。落書きを消すよう依

頼した起案が入っていて、これは照会・回答なんですか。どこから照会を受けている

のか。 

 

文書係長：ちょっとこれでは分からないですね。 

 

委員長：ちょっと原課にまた御確認いただければと思います。 

 

総務課長：はい。 

 

委員長：じゃあ、３９ページ目、いいですかね。 

  ４０ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４０ページ、ごみ減量推進課のフォルダリストになります。 

  こちら、「３Ｒ 生ごみ処理機申請」ですが、これは別のフォルダ、似たような名称

でありまして、これと中身は別ですかという御質問ですが、これは別の文書ではあり

ませんので統合できますということで、Ｎｏ．５番、６番を７番と合わせて「申請」

ということでまとめて管理を行いますとの回答でございます。 

  「許可 懸案」ですが、こちら区が許認可している一般廃棄物処理業の許可業者へ

の調査・指導等の文書になります。移管としております。 

  「許可行政処分（警告・命令・他）」、一般廃棄物処理業の許可業者への警告等行政

処分に至った案件の文書のため移管としてございます。 

  「資源 事故報告書」、こちら資源回収時に起こった交通事故等について主に委託業

者の作成した報告書になります。こちらを移管としてございます。 

  残りはフォルダ名の御指摘でございまして、こちらはフォルダ名を変更してござい

ます。 
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  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  一番上の７番は、多分、「申請書綴」に統一していただいたほうが分かりやすいので

はないかと思いますが。 

 

文書係長：はい。 

 

委員長：内容が一緒ならば、分厚いほうだと３５３ページ目のほうになるんですけど、

５番目が「申請書綴１～１０」で、６番目が「申請書綴１１から」で、７番目に番号

が何もないということなので、番号をつけて一緒になるならば何番から何番というの

で一緒にしたほうが多分分かりやすいと思いますね。 

 

総務課長：はい。 

 

委員長：そのほか、よろしいでしょうか。 

  では、４１ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４１ページ目、こちら、ごみ減量推進課の文書に関する質問・回答になりま

す。こちらは当初、移管対象外としていたんですけれども、改めて確認したところ、

重要公文書の基準に該当するために移管対象に変更いたします。あわせて、フォルダ

のほうも「移管」に変更いたしますとの回答でございます。 

 

委員長：よろしいですかね。 

  では、４２ページ、お願いします。 

 

文書係長：４２ページ、豊島清掃事務所のフォルダリストでございます。こちら「国・

都の負担金及び補助金関係書」になりますが、こちら緊急雇用創出事業において受託

金の返還が発生し、一連の関連文書が平成３０年度まで継続しており、各年度の文書

をまとめて管理しているため「延長」に修正いたしますとのことで、冒頭の別資料で

御説明したもの、今年度も平成２５年度も発生しているというようなものになりま

す。 

  以上でございます。 

 

委員長：大丈夫でしょうか。 

  では、４３ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４３ページ目、総合高齢社会対策推進室のフォルダリストでございます。こ

ちら「月の海」という映画の後援の内容となっておりまして、内容としましては、認
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知症や介護等、現在社会で問題になっている事象を扱いながらも家族や人のつながり

の温かさを描いた映画。ロケ場所が主に豊島区（雑司ヶ谷の一軒家で撮影）だったこ

ともありまして、区の後援事業として区内施設で試写会を行った。２０２１年に門真

国際映画祭で優秀賞を受賞、こういった内容のものでございます。内容としては廃棄

の扱いとしてございます。 

 

委員長：そうですね。 

 

Ｃ委員：選別基準の２４等に当てはまらないですかね。 

 

委員長：この書類だけだと、後援の申請が上がってきて後援しましたというだけです

ね。 

 

文書係長：あとは区の施設の利用申込みをされて、そこを使用されて試写会をされたと

いうところです。 

 

Ｃ委員：試写会があったということだけですものね。 

 

委員長：確かに、ちょっと移管までは行きにくい気がしますね。 

  では、よろしいですかね。 

  では、４４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４４ページ目、こちら西部生活福祉課になります。 

  申し訳ございません。こちら、本来、行政組織の順番としては福祉総務課になるん

ですけれども、ちょっと帳合いの関係上、各課が前後してございますので、御了承い

ただけたらと思います。 

  西部生活福祉課のフォルダリストになります。 

  「契約・支出関係書類」、こちらは消耗品の購入ですとか施設維持管理に必要な委託

契約等、課の全ての契約及び支出に関する文書が保存されていますということで、ま

とめてここに保存されてしまっているような状況でございます。 

  続きまして、「財産」の関係のフォルダが二つございまして、こちら選別基準１１に

該当する重要なものは含まれていないでしょうかということで、こちらは含まれてい

ないことを確認済みでございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  これ、一番上は全部１０年保存である必要があるんですかね。 

 

文書係長：いえ、規定上はないんですけれども、まとめて入れてしまっているというフ
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ォルダの作り方を以前からしていてこういうふうになってしまっているという状況で

すので、そこのフォルダの作り方を指導等していかなきゃいけないというところでご

ざいますが、平成２５年当時はこのような状況でした。 

 

委員長：分かりました。じゃあ、御指導いただいてということになると思います。 

  そのほか、いいですかね。 

  ４５ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４５ページ目、こちらは福祉事務所の西部生活福祉課になります。 

  こちら、上から三つ、それぞれの台帳がございまして、こちらは除紙分でしょうか

といった御指摘でございまして、こちらはそれぞれ区指定病院以外の医療機関を受診

した場合などに医療費を給付した方のリストであって、毎年度作成している書類でご

ざいます。大本の情報、生保受給者の情報でしょうか、こちらの情報は別途保存され

ておりまして、当該文書に関しましては５年保存で廃棄しても問題ないものとのこと

です。 

  下についても同様で、医療給付のリストでありまして、毎年度作成している書類で

ございます。５年保存で廃棄で問題ないとのことでございます。 

  ３番目、病院への頻回受診等、適正な医療受診ができていない方への指導をするた

めに毎年度作成しているもので、廃棄しても問題ございませんとの回答になります。 

  ４番目はフォルダ名が不適切ということで、こちらフォルダ名は修正してございま

す。 

  最後、こちらも台帳で除紙分でしょうかとのことで、こちらも毎年度作成している

書類でありまして、こちら３年保存で廃棄で問題ないとの回答となってございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  その台帳は、イメージ的には常用のほうが多くて中身が差し替えられていくという

イメージで、ここはそういう扱いではなくて、毎年、台帳をコピペして作っていると

いうイメージですかね。 

 

文書係長：おそらく、その年度内で受給者があった方のリストですかね、それを台帳と

名づけて管理しているという。なので、年度になるとまたリセットされて、その年の

給付した方のリストとか該当する方のリストが積み上げられていくのかなという、回

答を読むとそのような使い方をしているのかなと思います。 

 

Ａ委員：ここの１６番も７３番も大本の情報は別途保存されておりというふうになって

いるので二重管理になっているということなんですかね、この内容については。どこ

かに原本めいたものがあって、それをまとめたものを台帳として保管していらっしゃ

るという感じ。 
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事務局：ケース記録等に、それぞれで発生した指定外病院での医療費や通院に関する指

導等の記録が残っていて、ケース記録とは別に、その特別な指導や給付の対象者を抽

出した一覧みたいなものを作っているのではないかと思います。 

 

Ａ委員：一覧としてということですね。 

 

委員長：私の頭が台帳というと、差し替えのイメージになっていて。エクセルファイル

でできているのみたいなイメージが。 

 

文書係長：そうですね。そのようなイメージ、一覧リストみたいな、リストみたいなこ

となんだと思います。 

 

委員長：そういうのを台帳と呼ぶのが一般的なのかどうかは私の感覚だとちょっと分か

らなくて。 

 

文書係長：対象者一覧とか対象者リストとか、そういった名称のほうが分かりやすいと

いうことですよね。 

 

委員長：どうですかね。何かちょっと頭の中が公文書の人になると台帳のイメージが固

定的なんですけど、一般の方が見てそれも台帳と呼ぶよねということであれば、これ

でもありのような気がしますし。 

 

Ａ委員：ちょっとなじみは確かにないですね、台帳というとやっぱり毎年入れ替えて今

年のものが存在するというイメージなので。 

 

委員長：そうですよね。回答でリストと言っちゃっているんだから、リストでいいんじ

ゃないという気もしますよね。 

 

Ｃ委員：昔は台帳を作っていたんでしょうかね、きっと。 

 

委員長：そうでしょうね。 

 

Ｂ委員：昔は手書きだったんじゃないですかね。 

 

委員長：何か豊島区以外も含めた福祉業界で一般的にもよそでもこの用語を使っていま

すということだとすると、ここだけリストにしちゃうと、かえって分かりにくくなる

可能性が。ちょっと御確認をいただいて、区内の単なる呼び方ですということであれ

ば恐らくリストのほうが一般区民には分かりやすいのかなと思います。 
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Ｃ委員：結構ソーシャルワークの中でも、こういう台帳だとかケース記録を作ったり、

多分そういうのを引きずっているんだろうと思うんですけどね。 

 

委員長：法令とかで、規則とかで台帳を設けなければならないとか台帳で管理しなけれ

ばならないと言われちゃっていたらもうしようがないかなという感じはありますけ

ど。 

 

総務課長：分かりました。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  じゃあ、４５ページ目、よろしいですか。 

  ４６ページ目、お願いします。 

 

文書係長：４６ページ目、こちらは西部生活福祉課の文書のリストになります。こち

ら、何についての紹介ですかといった御質問になります。こちらは生活保護受給状況

調査の内容のものでございまして、照会があった文書名が単なる照会書という名称の

ものは照会書ですし、名称がついているものも照会書としてしまっていた部分もござ

いますので、そこの部分についてはきちんと照会文書名「生活保護受給状況の調査に

ついて」と、そういった文書名に修正をすると、そういった回答になってございま

す。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  ８１番と１１８番以外は変えないということですかね。 

 

文書係長：そうですね。受けた文書の名称がもう照会書という文書の名称なので、収受

する文書に関しましては、基本的にはその文書名をそのままこちらで変えずに、先方

が出してきた文書、作成した文書ということで、文書件名ではそのまま入れるような

やり方にはなっております。 

 

委員長：でも、括弧で生活保護受給状況調査と入れても罰は当たらないですよね。 

 

文書係長：実際の件名との差異ができてしまいます。 

 

Ａ委員：そのガイドやフォルダ名も同じ「照会回答書」になっているので、全く分から

ないです、中身が。 

 

委員長：そうですよね。全く分からないですよね。 
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Ａ委員：そのガイドやフォルダ名のほうをその調査の名前にすることができるんでした

ら、そのほうがいいのかなと。 

 

文書係長：そうですね。このリストですと直近のフォルダ名とその直近のガイド名しか

ないものですから、その上がどうなっているかというところはちょっとここで見えな

いところがありまして。ただ、分かりにくいガイドの並びになっているようでした

ら、直近のガイドもフォルダ名も同じなので、ちょっとここは修正を促したいと思っ

ています。 

 

委員長：ありがとうございます。確かに、そこが直ってくれれば、文書件名は照会書で

問題ないですね。 

 

Ｂ委員：探せますね、これで。 

 

委員長：では、４６ページ目、よろしいですか。 

  ４７ページ、お願いします。 

 

文書係長：４７ページ、こちらは介護保険課のフォルダリストになります。 

  まず、フォルダ名「情報公開関連」、こちらについては審査請求、訴訟等に至ったも

のは含まれてございません。 

  続きまして、「その他庶務」、こちらはフォルダ名の修正でございます。「その他の委

託料」もフォルダ名の修正、「その他システム」もフォルダ名を修正してございます。 

  最後の二つ、フォルダ名「３０年モデル」、「３１年モデル」、こちらの内容につきま

しては、３０年モデルのほうが平成３０年８月１日から実施している指定訪問介護サ

ービスと保険外サービスを明確に区分し、組み合わせて提供できるサービス形態に関

する資料とのことでございます。３１年モデルにつきましては、令和元年１２月１日

から実施している指定通所介護サービス・指定居宅介護支援と保険外サービスを明確

に区分し、組み合わせて提供するサービス形態に関する資料とのことでございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  下の二つが分かったような分からない、分かったんですけど、フォルダ名が「３０

年モデル」、「３１年モデル」でいいのかと言われると、変えにくいといえば変えにく

いですね。恐らく国のほうから出ている資料とかで「以下３０年モデルという」とか

ということですよね。 

 

Ｃ委員：区独自のものではないんですかね。特命グループで制度検討をやっていて。 
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文書係長：それで、区の独自のものでも制度検討というところであれば、廃棄ではなく

て移管に該当する可能性もあるのかなというところで、そのフォルダ名の適切さとい

うところと、あと、まず廃棄でいいのかどうか、区の独自の施策でというところであ

れば移管じゃなくていいのか、この辺りも含めて再確認いたします。 

 

委員長：お願いします。 

  では、４７ページ、いいですかね。 

  ４８ページ、お願いします。 

 

文書係長：こちら介護保険課の文書のリストになりまして、４８と４９、４９のほうは

件名のリストだけですのでまとめて御説明という形にさせていただきます。４８ペー

ジ目、上二つが、第５回が二つあるよということで、６回を第５回のままにしてしま

っていましたというところです。また、第７回が見当たりませんということで、第７

回については収受が漏れておりましたとの回答になります。 

 

委員長：これ、漏れていていいんですか。すみません。御説明をお願いします。 

 

文書係長：【３】と【７】、これは内部処理の関係で、番号を付した通し番号となります

との回答になります。 

  また、その後の大量の文書の部分で見当たらない番号がありますということで、他

市町村からの生活保護受給情報については紙の一覧表で管理しており、その連番を収

受起案の文書件名に記載しています。３４号、４１号、４６号については他市町村と

のデータ連携で情報を取得しているため、文書の収受はございません。２７号、３７

号については、文書は存在していたんですけれども収受漏れでございましたとの回答

でございます。 

  ４８、４９ページにつきましては以上です。 

 

委員長：収受漏れですというのは、存在しない文書はないですということではあるんで

しょうけど。 

 

文書係長：今から収受したとしても、これはもう廃棄するようなものですのでやっても

というところはあるのかなとは思うんですけれども。まだまだ生きている文書であれ

ばきちんと登録をして、それが区のホームページの検索システムなんかにも載ってき

ますので大事なんですけど、もう載せてもあまり報われないところがございます。 

 

Ｃ委員：区の公開しているリストですと、消したものはしばらく情報を出しているんで

したっけ。それとも、消しちゃったらもう全て見えない、参照できないようになって

いるんでしたっけ。 
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文書係長：廃棄したものについてはもう出ないような形になりますね。逆に、出ていな

いのに出していると、それは保存されているということになっていしまいますので。 

 

Ｃ委員：なるほど。 

  分かりました。もし後でも廃棄した文書をしばらく、例えば５年ぐらいは参照でき

るようになっているとしたら、この文書は廃棄されていないから存在するんじゃない

かなんていうふうに言われたときに困っちゃうので、悲しいんだけども登録して消す

という作業をしたほうがいいのかもしれません。見えなくなっているんであれば問題

ないかと思います。 

 

委員長：あと、データ連携で取得しているため文書の収受はありません、何でこの号だ

けでデータ連携、きっとほかの号もデータ連携で取得できますよね。 

 

Ｃ委員：データ、オンライン結合をしてくれる自治体としてくれない自治体があるんじ

ゃないですかね、もしかしたら。個人情報を引き渡すときにオンライン結合をするの

に。 

 

委員長：そうですね。昔はそうですね。 

 

Ｃ委員：昔は個人情報保護委員会に全部お伺い立てないと駄目で、そこがちょっと具合

が悪いと出してくれなかったりするので、もしかしたらオンライン結合じゃない方式

で収受した。３４、４１はオンライン結合したんじゃないですかね。 

 

委員長：なるほど。 

  ちょっと文書管理の入り口で、要は収受すべきものをちゃんと収受していたのかと

いう観点で、もしミスによって、収受漏れは多分ミスなんだろうなとは思いますけ

ど、そうしたら再発防止とかを考えていただいておかないと、また漏れちゃうという

ことがあると思いますので。 

  そのほかはよろしいですかね。 

  では、５０ページ、お願いします 

 

文書係長：福祉総務課になります。 

  フォルダ名についての御指摘になります。こちらはフォルダ名を修正してございま

す。 

  また、要綱改正等の内容ということですが、例規に関するものは含まれていないと

理解してよいでしょうかといった御質問もございまして、こちらは都の要綱改正等に

係る通知のため、区の例規に関するものは含まれておりませんとの回答でございま

す。 

  あと、以下、フォルダ名の修正ですとか第２９条調査関係書ということで、こちら
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についてはフォルダ名に生活保護法ということで法律名を補足いたしますという回答

でございます。 

  後半の細かい部分、フォルダ名の（３）とはどのような意味ですかということで、

こちら保存期間が３年ということで（３）をつけているというような回答でございま

す。 

  ５０ページにつきましては以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。 

  ３１番が回答どおりならば都の要綱改正等に係る通知と書けばいいのにという気も

するんですけど、これは各種通知・照会・回答にもうちょっと丸めたいという感じな

んですかね。 

 

Ｄ委員：ガイド５に入れていただければ良いのではないか。また、雑多なものが入って

しまうというのは、気持ちが分からなくはないですので、各種通知・照会・回答でフ

ォルダ名自体はいいとは思いますが、ガイド５を使っていただければ多分解決するか

なと思いますね。 

 

委員長：そうですね。ちょっとここも今回の回答だと分かりにくい可能性もあるので、

ガイド５の活用なども含めて御検討いただければというふうに。 

  そういう意味でいうと、４３番のフォルダ名が通知になってしまうと通知したのか

受けたのかが分からなくなるかもしれませんね。フォルダ名について御提案いただい

ていますけど、もう少し考えていただいたほうがよろしいでしょうかね。 

 

総務課長：はい、分かりました。 

 

委員長：そのほか、よろしいですかね。 

  ありがとうございます。では、５１ページ目。 

 

文書係長：５１ページ目も福祉総務課の続きのフォルダのリストでございます。こちら

もフォルダ名の修正と（３）の説明でございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございます。 

  この各種通知は通知をしたんですかね、もらったんですかね。 

 

文書係長：各種通知の場合は通知を受けているものだと思います。区の自分のところか

ら主体的に通知をすると何々通知とか、もうちょっとある程度きちんとした名称がつ

くのかなという気はします。 
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委員長：なるほど。２１７番だとガイド５で国・都通知等で各種通知だから国・都から

もらったんだな。２１６は各種通知に修正されると。やっぱりガイド５がその他だと

国・都以外という認識になるんですかね。 

 

事務局：その他をちょっと工夫して書くようにしたいと思っております。 

 

委員長：そうですね。 

  そのほか、よろしいでしょうか。 

  では、５２ページ、お願いします。 

 

文書係長：５２ページ、高齢者福祉課のリストでございます。 

  フォルダ名、上二つ、「地域支援事業交付金」、「医療保健施策区市町村包括補助」、

こちらにつきましてはそれぞれ定例的な文書となりますので廃棄といたしますという

回答でございます。 

  ３番目、「国庫補助金（地域ケア会議活用推進事業）」、こちらフォルダ内情報に記載

のとおり、確認したところ定例的な文書ということでしたので廃棄ではなく移管に修

正をさせていただきます。 

  続きまして、「普通財産関係（貸付）ＰＳ建柱・本柱」、こちらにつきましては、Ｐ

ＳなんですけれどもＰｏｗｅｒ Ｓｕｐｐｌｙということで、恐らく電源供給に関する

柱、こちらを設置するための区有地の対応に関する契約書で、定例的な内容であるた

めこちらは廃棄といたしますとのことでございます。 

  続いて、「その他」、こちらについてはフォルダ名を修正しております。 

  「広報等」、こちらについては、事業概要や実施内容は別途保存されているため、こ

ちらは廃棄といたしますとの回答になります。 

  「介護予防評価事業」、こちらについては、御指摘のとおり、定例的な項目のみの調

査になります。 

  最後、「その他」、こちらも内容に応じてフォルダ名を補足いたしますとの回答でご

ざいます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。よろしいですかね。 

  ５３ページ目、お願いします。 

 

文書係長：５３ページ目、こちら福祉事務所の高齢者福祉課のリストでございます。こ

ちらフォルダ名が不適切ということでしたので、他自治体からの調査・照会に対する

回答になります。現年度のフォルダ名は「報告・調査」となっているため、同様に修

正をいたしますとの回答でございます。 

  以上でございます。 
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委員長：よろしいですかね。 

  ５４ページ、行きますか。５４ページ目、お願いします。 

 

文書係長：５４ページ、障害福祉課でございます。 

  まず、「事故報告書」、こちらは移管２４となってますがどのような内容でしょう

か。こちら東京都所管施設の障害者福祉サービス事業所から報告された事故報告書

で、児童の一時行方不明、これは無事保護されたもの、居宅介護中のケガの２件で、

重大事故ではないため、当初移管としていたんですけれども、廃棄に修正をいたしま

すとのことです。 

  続きまして、「障害者地域支援協議会本協議会」の第１回と第４回で、２回、３回は

ないのですかとの御指摘で、２回、３回も存在しておりまして、ただ、保存先を誤っ

て第１回のフォルダに保存してしまっておりましたので、そのフォルダ名を第１回で

はなくて第１回～第３回と内容に合わせたフォルダ名に修正をしてございます。 

  続きまして、「日常生活用具関係書」、こちらもフォルダ名を修正しております。 

  「タクシー券・マッサージ券交付簿」、以下、その他の部分もございまして、それぞ

れフォルダ名を修正してございます。 

  説明は以上でございます。 

 

委員長：いかがでしょうか。大丈夫ですかね。 

  ありがとうございます。 

  では、１６時４５分ということですので、取りあえず本日はここまでということに

してよろしいでしょうかね。 

 

総務課長：はい。ありがとうございます。 

 

委員長：では、事務局のほうにはこの結果の取りまとめをお願いしてということです。 

  次回の日程等について、事務局からお願いします。 

 

総務課長：次回の公文書等管理委員会なんですけれども、メールによる開催を予定して

ございます。日程につきましては、２月６日火曜日、２月１９日月曜日、３月４日月

曜日、いずれも午後４時より予定しております。よろしくお願いいたします。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

  それでは、本日の委員会は以上をもちまして終了となります。皆様、どうもお疲れ

さまでした。ありがとうございました。 

                                  以上 

 


